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〈午前１０時００分 開議〉 

 

○議長（五十嵐健一郎君） 

おはようございます。 

これより本日の会議を開きます。 

欠席通告議員は、野本信行議員であります。 

定足数に達しておりますので、直ちに会議を開きます。 
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日程第１．会議録署名議員の指名 

 

○議長（五十嵐健一郎君） 

日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

会議録署名議員には、９番、五十嵐哲夫議員、１７番、伊藤文博議員を指名いたします。 

 

日程第２．一 般 質 問 

 

○議長（五十嵐健一郎君） 

日程第２、一般質問を行います。 

７日に引き続き、通告順に発言を許します。 

伊藤文博議員。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

伊藤議員。 〔１７番 伊藤文博君登壇〕 

○１７番（伊藤文博君） 

おはようございます。新政会の伊藤文博です。 

２点について一般質問を行います。 

１点目、災害予防と災害発生後の対応について。 

平成７年の７．１１水害に始まり、平成１６年の７．１３水害、中越大震災、能登半島地震、中

越沖地震と忘れる間もなく災害が続いています。 

特に、中越大震災の復興が完全にならないうちに起きた中越沖地震では、事前・事後の対応にさ

まざまな現象が起きて、考えさせられるところが多いところであります。 

以下について市長の考え方を伺います。 

(1) 「糸魚川市地域防災計画」策定後に起きた災害での様々な対策事例を参考に、計画の内容

を検証していますか。 

(2) その結果、手順書やマニュアルを追加作成し、徹底を図った事例はありますか。 

(3) 地域別、災害種類別に避難路、避難所の指定と周知は徹底されているか。又、災害発生時

の広報・周知・誘導の手順は明らかになっていますか。 

(4) 地震発生時の津波に対する避難勧告の手順は有効な方法で定められていて、中越沖地震で

の対応は速やかに実施されましたか。 

(5) 地震発生後の応急住宅対策については、被災建築物の判定に関わる手順として応急危険度

判定、被災度区分判定と罹災証明書発行、応急仮設住宅入居手続き等の手順は明らかになっ

ていますか。 

(6) ボランティア、救援物資の受け入れと適性な配置、配布の手順は明らかになっていますか。 

２点目、健康づくりについて。 

姫川病院の閉院を受け、地域医療の緊急対策のために仮称「健康づくりセンター」の着工を当面

延期する説明が文教民生常任委員会で行われました。 
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市民の安心・安全の確保のために地域医療体制の確保は最優先課題であることは言うまでもあり

ません。 

一方、医療保険・介護保険制度の維持のためには健康づくりを推進して健康寿命の延伸を図り、

医療費・介護保険費を削減することは同時に進めていかなければならない重要な課題です。即効性

のある施策ではないだけに少しでも早く取り組み、その効果の早期発現を求めないと社会保障制度

の根幹に関わる問題となっていきます。 

以下について市長の考えを伺います。 

(1) 健康づくりのソフト計画は、どのように定められ、進められていますか。 

(2) 健康づくりの効果の発現時期、求める効果の大きさ等の目標を定めていますか。 

(3) 仮称「健康づくりセンター」の発注を見合わせる方針が説明されていますが、その延期期

間のおおよその見通しはいかがでしょうか。 

(4) 延期後の発注時におけるソフト面と関連づけた建築計画の見直しは考えていますか。 

以上、１回目の質問を終わります。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

米田市長。 〔市長 米田 徹君登壇〕 

○市長（米田 徹君） 

おはようございます。 

伊藤議員のご質問にお答えいたします。 

１番目の災害予防と対応についての１点目と２点目、糸魚川市地域防災計画の内容の検証につき

ましては、消防本部で能登沖地震の初期対応を全部局からヒアリングいたしております。その結果、

職員の初動態勢基準を見直し、あわせて災害時の初期対応表を策定いたしております。 

３点目の避難所につきましては、３月に防災ガイドブック、６月に土砂災害ハザードマップを全

世帯に配布して周知し、また、避難所には表示看板を設置したところであります。 

災害発生時の広報等につきましては、防災行政無線、緊急告知放送及びテレビ、ラジオ等、現在

あるあらゆる広報手段を用いて、市民に災害情報、避難情報を周知することといたしております。 

４点目につきましては、防災行政無線等を用い市民に周知することとしており、中越沖地震では

地震発生の１分後に、防災行政無線と緊急告知放送で地震発生と津波の注意喚起の放送を行い、直

ちに消防職員と消防団で海岸線の警戒活動を行っております。 

５点目の応急住宅対策についてでありますが、応急危険度判定、罹災証明書発行、応急仮設住宅

入居手続等の手順については現在定めておりませんので、被災市町村の教訓等を取り入れて具体的

な手順を定めてまいります。 

６点目、ボランティア受け入れにつきましては、現在、受け入れマニュアルを策定中であります

が、救援物資の受け入れ等の手順につきましては定めておりません。 

今回の中越沖地震で職員を災害対策活動に派遣をし、現在その活動報告を取りまとめており、各

分野における実際の活動を踏まえ、当市の防災対策の見直しやマニュアルの作成に生かしてまいり

たいと考えております。 

２番目の１点目、健康づくりのソフト計画等につきましては健康いといがわ２１を基本として、
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モデル事業を通じて計画的に各地域において運動を取り入れた健康づくりの展開を図ることとして

おり、地区推進委員の養成を行い、広く健康づくりの推進を図られるよう努めてまいります。 

２点目の健康づくりの効果等の目標につきましては、健康いといがわ２１では評価指標ごとに平

成２７年度を目標年次として目標値を設定いたしております。 

一方、運動を取り入れた健康づくりの実践面においては、３カ月ぐらいをめどといたしまして効

果判定を行い、進めることといたしております。 

３点目の健康づくりセンターの延期期間につきましては、本定例会初日の行政報告で申し上げた

とおり、医療問題の一連の目途がつくまで健康づくりセンターの建設を見合わせたいと考えており

ます。 

４点目の延期後における建築計画の見直しにつきましては、これまで進めてまいりました実施設

計が基本になりますが、発注時期でソフト面に関連した調整や見直しも必要と考えております。 

以上、ご質問にお答えいたしましたが、再度のご質問によりましては、所管の部・課長からの答

弁もありますので、よろしくお願いいたします。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

伊藤議員。 

○１７番（伊藤文博君） 

防災対策には市民との情報の共有、そして利用しやすい情報の提供というのが必要になってきま

すよね。昨年の９月に糸魚川市地域防災計画が定められました。その後の「広報いといがわ」

１０月号には、その定められた案内があり、その中に市地域防災計画は市役所、能生事務所、青海

事務所、図書館、消防本部で閲覧できます。また、市のホームページでも公開してありますとあり

ましたが、実際、ホームページにアップされたのは８月２２日ですね、昨年１０月号でそういうふ

うに言われて、ことしの８月に掲載されました。どのような経過で、このようなことになったんで

しょうか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

吉岡消防長。〔消防長 吉岡隆行君登壇〕 

○消防長（吉岡隆行君） 

お答えいたします。 

行政の計画等につきまして、市民の皆様方に周知する手法としていろいろあるわけでございます

が、現在では特にホームページの活用が非常に多くなっているわけでございます。 

そのようなことから策定の段階におきましても、なるべく早い段階でホームページに掲載すると

いうことに計画を立てたわけでございますが、遅れました理由といたしましては、非常に内容のボ

リュームが多いものでございますから、それを一挙に見せましてもなかなか見にくいと。このよう

なことから、何かいい方法はないかということで検討しておりまして、遅れた経過でございます。 

ただ、非常にまたその後もホームページ掲載へのご要望が非常に多いわけでございますので、今

年８月でございますが掲載させていただいたと、こういう経過でございます。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 
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○議長（五十嵐健一郎君） 

伊藤議員。 

○１７番（伊藤文博君） 

確かに開いて見ますとＰＤＦファイルで、一番大きいものが２２メガとかなり大きいんですね。

これは今の糸魚川市内の通信速度ですと、地域によってはもうほとんど開けないということになっ

てしまう。この辺で市の職員の情報公開、特にホームページを使ったときのスキルアップも必要じ

ゃないかと思います。 

ＰＤＦファイルで１つにまとめて出すのが１つの方法じゃなくて、クリックすると次のページに

どんどん進んでいくようなやり方もあると思います。閲覧するのにはそれがいい。印刷するには、

ＰＤＦファイルがいいというような選択肢があると思うのでぜひこれから勉強して、詳しい人もい

るんでしょうから横の連携をよくとってもらって、発展的に情報公開をしてもらいたいなと思いま

す。 

１番、２番のとこですが、対策事例を検証して手順書、マニュアルを追加作成していくというこ

とは非常に大事な作業だと思うんですね。例えば糸魚川市地域防災計画には、津波情報の伝達であ

れば、防災機関は正確な情報の伝達体制の確立と体制の整備を図るものとするというとこまでしか

書いてないんですよ。これに従って何かをして、体制整備をしていかなきゃいけないというところ

が、この計画の中にははっきりしてなくて、こういうところをきちっと定めていかなければいけな

い。いつ、だれが、どこで、何をどうするかというのを定めた手順、計画書が必要であるというこ

とですね。 

市地域防災計画の本文というのは、そう簡単に修正できるものではない。ですから大枠の表記だ

けに、とどまっているということが言えるんだと思いますが、計画における各行動について、それ

ぞれ担当者が、実際に災害が起きたら私はどう動くんだろうかというようなことの疑問を持つとこ

ろから、定められた手順書というものの必要性を認識していくんではないかなと思いますね。そし

て、その手順書が定められたら、それを繰り返しシミュレーションしていくと。そういうことによ

って、実際に役立つ手順書にまた改革していくし、補足をするべきところはしていくというような

ことが必要なんだと思うんですが、このような手順書は例えば消防本部だけじゃないと思うんです

が、防災にかかわる各部署で作成されて、横の連携もとりながら水平展開といいますか、されてい

るんでしょうか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

吉岡消防長。〔消防長 吉岡隆行君登壇〕 

○消防長（吉岡隆行君） 

お答えいたします。 

各部署におけるところの手順書の件でございますが、市長答弁で申し上げましたように、個々具

体につきましては、それぞれ既に進んでおる分野もありますし、これからのところもあります。 

ただ、先ほど市長答弁で申し上げましたように、能登半島地震の経験を踏まえまして、消防本部

で全部局の実際の担当者とヒアリングを行いまして、まず何が一番大切かということで、被災発生

後１０分以内、それから３０分以内、２４時間以内、それ以降という時間系列的に分けまして、各
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部局のところで、その段階までには何をしてください、どのような調査活動をしてくださいという

ものを定めました。ただ、今はそれは初期対応でございますので、今議員がご指摘のように、それ

ぞれいろんな分野があるわけでございますが、事細かな、あるいは初めて担当になる方でも対応で

きるようなマニュアルというものは必要であろうと。現在進んでいるものと、進んでないものがあ

るわけでございますので、その辺、足並みをそろえるよう頑張っていきたいと、こう思っています。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

伊藤議員。 

○１７番（伊藤文博君） 

被災後もそういうことはない方がいいんですが、これは選択肢がないですから、被災した場合に、

被災後の混乱した現場の中で冷静に物事を進めていくためには、やはり事前のいろんな準備が必要

であろうと。 

緊急地震速報というのも、もう既に始まっているところは始まっていて、新聞報道によりますと

ある小学校では、ちょうど地域を含めた行事の最中だったと。そのグラウンドで行事をしていて、

緊急地震速報に対してすぐグラウンドで放送をかけたら、児童はすぐ姿勢を低くして地震に備える

体勢をとったけど、地域の人たちは呆然とただ立ち尽くすだけだったというようなことがあります。

そのようなことの中で、やはり災害を想定して、いろいろ事前にシミュレーションしていくという

ことを繰り返していた結果がそうなったと。いかにそれが必要であるかということが、そこに言え

ると思いますね。 

例えば、災害用備蓄医薬品を例に挙げますと、新聞報道によりますと今回の中越沖地震では、刈

羽村、小千谷市、出雲崎町では、医薬品の備蓄はなされていなかった。その地域防災計画にも、備

蓄の規定がなかったということですね。この場合は、備蓄の必要性を計画の中に盛り込んでいなか

ったことに反省点があるだろうと思います。 

一方、柏崎市では、地域防災計画に医薬品関係の業者と協議を行い、計画を定めるというふうに

なっている。実際に備蓄医薬品もあったわけですが、２００６年夏に備蓄医薬品の期限切れに気が

ついたと。しかし、緊急に必要なものではないというふうに判断をして買いかえを見送った。今年

度予算に、約８０万円の買いかえ予算を計上していたんですが、発注しないまま震災に遭ってしま

ったということです。 

こういうふうにいろんな例があって、そうなると今度は糸魚川市はどうなっているかというとこ

を振り返って、そこを検討していくというのが１番、２番の質問のとこなんですけど、糸魚川市に

おける防災計画の中には、救護所等の医療救護活動に必要な医療資器材等の確保のための計画を定

めるというふうになっているんですが、その計画を定めているかどうか。それから備蓄の現状とい

うのは、どのようになっているんでしょうか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

吉岡消防長。〔消防長 吉岡隆行君登壇〕 

○消防長（吉岡隆行君） 

備蓄の計画につきましては私ども防災部門の方で、各救護所におけるところの食料、あるいは毛
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布、あるいは医薬品、飲料水等々につきまして、年次計画のものはつくっております。それに向け

た実施計画の中で予算化し、取り組んでおるところであります。 

現在の備蓄状況でございますが、食料品、それから生活必需品、それから救助資機材等、それか

ら今ご質問のございました医薬品につきましても、年次計画の中で備蓄を行っております。ただ、

まだ特に医薬品につきましては、数量的にはどこが限度かというのはわからないところはあります

が、まだまだ中途でございますので、十分とは申し上げられない現状でございます。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

伊藤議員。 

○１７番（伊藤文博君） 

今回の中越沖地震でも、やはり医薬品に対する要求、欲しいという話はかなりあったけど、期限

切れがわかってたんで渡せなかったということがあったそうですね。今言われた量的にも十分でな

いということであれば、どの程度が十分かということも当然定めていって、それに合わせて計画的

に備蓄をしていくということが必要だと思います。高齢化の進んでいる地域が被災地になる例が多

くて、やはり初期の応急処置ができる体制が必要だというふうに言われていますので、このあたり

の見直しもぜひお願いします。 

それから先ほどちょっと話をしましたが、気象庁の緊急地震速報が一般向け配信されます。これ

は１０月１日から行われるということですが、この場合には情報を受けた後の自分の身を守る方法

を知ってるかどうかが、重要なポイントになるというふうに言われています。今携帯の方もＫＤＤ

Ｉ、ＮＴＴドコモも、今そのための設備を開発中であるというような報道もされていますが、次の

点について、市民に対する広報、啓蒙を考えているかどうかということについてお聞かせ願いたい

んですが、緊急地震速報の入手方法、どのようにして入手するか、それから緊急地震速報を見聞き

したときの行動をどうしたらいいか、それからそのために事前にどういう備えをしておいてくださ

いということについて、この緊急地震速報に関して、市民に対してどう働きかけていくかというこ

とを考えているかということについて、お願いします。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

吉岡消防長。〔消防長 吉岡隆行君登壇〕 

○消防長（吉岡隆行君） 

緊急地震速報の情報を入手する方法でございますが、今テレビ、ラジオ等で盛んにコマーシャル

をやっているわけでございますが、それ以外に機器の販売というのもお聞きしてるわけでございま

すが、まだ具体には把握していないわけでございますので、それらの情報を入手する中で、市民に

周知していきたい。 

それからもう１つ、私どもが今貴重な財産として持っております防災行政無線があるわけでござ

いますが、これはまだ現在のところ総務省消防庁の方とは連動しておりませんが、年次計画の中で

なるべく早い段階で、この総務省消防庁とうちの防災行政無線とが連動する形にもっていき、そし

てその中で緊急地震速報を周知できるようにしていきたいと、このように考えております。 

また、それを受けての行動マニュアル、あるいは市民の皆様方の備えにつきましては、これは常
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日ごろから地震の心構えということで、皆様方にＰＲ、周知をしているところでございます。私ど

も既に配布してありますが、防災のパンフ、あるいはそれら等、あるいは自主防災組織等の訓練、

研修等の中で広く皆様に周知し、市民の皆様方からみずからの意思でそれを取得したいと、取得し

なければいけないという心構えを持っていただけるように啓発指導なり、それから訓練、研修なり

を進めていきたい、こう思っております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

伊藤議員。 

○１７番（伊藤文博君） 

緊急地震速報を見聞きしたときの行動というのは、例えば地震が起きたときの行動とはやっぱり

ちょっと違うというふうに言われているんです。というのは、これから地震が来ますよというのを、

例えば２０秒前、３０秒前に知らされる。逆にパニックに陥って、それで事故を起こすということ

がないようにということで、この行動をこういうふうにしてくださいよということを、しっかり広

報していく必要性というのが言われているわけですね。 

ですから今、常日ごろいろいろ市民に働きかけをしていると言いましたが、それと違う枠でやっ

ぱりやっていかなきゃいけないと思うんですが、消防長、もう一度その辺をお願いします。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

吉岡消防長。〔消防長 吉岡隆行君登壇〕 

○消防長（吉岡隆行君） 

お答えいたします。 

説明が言葉足らずでございました。おっしゃるとおりでございます。特に従来言われておりまし

たように、地震が起きたら火を消すというのがよくあったんですけども、逆に今現在では、なべか

まが点いておれば、そこへ行くと危険になるので、そこには行かないというように変わってきたり

してるとこでございますから、そのようにして事具体に３０秒後、あるいは１分後に起きるという

ことがわかってきたわけでございますので、そのときの心構えというのは、おのずと違ってくるわ

けでございますから、それらのメニューを盛り込んだ市民の訓練なり、あるいは啓発、ＰＲという

のは必要かと考えております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

伊藤議員。 

○１７番（伊藤文博君） 

先ほど消防長の答弁の中にも、防災無線が国の方と連動してないという話があったんですが、そ

の辺をちょっと話に出したいと思います。 

国では一部の自治体で全国瞬時警報システム、Ｊ－ＡＬＥＲＴというやつを用いた防災行政無線

による放送を行っています。Ｊ－ＡＬＥＲＴというのは地震とかだけでなくて、弾道ミサイル発射

情報だとか津波情報、さっきから出してる緊急地震速報に対応して緊急情報を、消防庁や官邸から

人工衛星を用いて直接市町村に送信する。市町村の同報系防災行政無線を自動起動することによっ
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て、住民へ情報を瞬時に伝達するというシステムですね。 

これは８月２１日の段階の情報ですが、総務省消防庁はＪ－ＡＬＥＲＴ受信用衛星モデムとして、

高性能衛星受信機６９６台を発注したということだそうです。納入される６９６台の受信機は、防

災行政無線を備える全市区町村と受信機が未整備の府県に２年で配備する計画の初年度分に当たる

というように言っているんですね。同庁では、防災無線がない市区町村にも整備が済み次第、配備

を急ぐ方針だと言われているわけですが、糸魚川市への導入見込みというのは、どのようになって

いますか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

吉岡消防長。〔消防長 吉岡隆行君登壇〕 

○消防長（吉岡隆行君） 

まだ年次的には、この場で確定はいつということを申し上げるまでに至っていませんけれども、

特に国民保護法の関係がございまして、非常にそういう緊急情報の伝達が急がれておるものでござ

いますものですから、極めて早い段階で私どもとしては国と連動できるように整備していきたいと、

こう思っております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

伊藤議員。 

○１７番（伊藤文博君） 

そうなってくると当然防災計画や、その下位のさまざまな手順についても、やっぱり見直しを図

っていかなきゃいけない。こうやって新しいものが導入されてくるのに合わせて、市の体制という

のも整えていかなきゃいけないんですが、そこのとこの考え方というのはどうですか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

吉岡消防長。〔消防長 吉岡隆行君登壇〕 

○消防長（吉岡隆行君） 

現時点では、Ｊ－ＡＬＥＲＴによる国からの情報、指示等を受けたときに、それを受けての各市

町村、地方自治体では、どこまで具体にというところについてまでは、まだ細かなものは定められ

ておりません。 

このようなことから、非常に私どもは推測の域の段階ではございますが、今議員ご指摘のように

国の方から直接的に、秒を違わずに緊急情報が入って国民に周知されると、こういう体制が確立さ

れた場合には、今までのようなこういう防災体制とは、おのずと異なってくる職員配備体制という

ものを考えなきゃいけないだろうと、こう思っておりますので、これから非常に大きな研究課題が、

逆に課せられるもんではないかなと、こう思っております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

伊藤議員。 

○１７番（伊藤文博君） 
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それでは避難所、避難場所の話ですね。 

糸魚川市のホームページにも避難場所として、一時的な避難場所としての公園等を記載、避難施

設は地域別の避難所等について表示してあるということになっています。ホームページの避難場所

の表示には地区、それから施設名、面積、所在が記載されていますが、実際に海抜表示というのは

ないんですね。地震、津波のときの一時避難の場所にもなるということで、例えばこのガイドブッ

クには、やはり１０メートル以上の場所に避難しなさいというふうに書いてある。ところが１０メ

ートルというのは、どのくらいの高さをいうのかというのは、なかなかやはりわかりにくいとこが

あって、先ほどの情報の共有と情報の提供ということになるんですが、この辺も含めて、計画やガ

イドブックやもろもろの手順書にあわせて、市民への情報提供というものも見直す必要がある。 

こういう人たちが見るんだから、この程度書いときゃいいなんていうのは、やはりこれは思い込

みにすぎなくて、あらゆる人が、あらゆる状況の中で見て対応できるように、可能な限りしていく

ということが必要だと思うんですね。これについてはいかがでしょうか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

吉岡消防長。〔消防長 吉岡隆行君登壇〕 

○消防長（吉岡隆行君） 

指定された避難所、それから避難路等につきまして、市長に同行して市長と語る市民懇談会、あ

るいは行政懇談会等に参加さしてもらって、地元の皆さん方からいろんなご意見を伺っております。 

やはりその中でも非常に多く出てくるのは、災害によって避難所は場所が不適当なところもある

んじゃないか、あるいは避難路を指示してもらわないと困るというようなご要望も、たくさん承っ

ておるところでございますが、その場の中でいろいろ申し上げておりますのは、糸魚川の場合は地

形的、それから過去の歴史的経過からしまして、あらゆる多様な災害が想定されます。津波もござ

いますれば、焼山の噴火もあれば土砂災害、台風等々あるわけでございますので、一概に災害時に

はここの場所へ、このルートへというのは、なかなか言い切れない面があるわけでございますから、

そのことを地域の皆様方にもお話申し上げておりまして、じゃあ解決策は行政は知らないよという

ことではなくて、やはり一番ここで大事なのは、私どもが前から申し上げております地域自主防災

組織の育成といいましょうか、立ち上げでございまして、その自主防をつくる。ただ組織をつくる

だけではなく、その自主防の皆さんたちの中で、では私たちの地域は、場所によって違うわけです

から、この場合は一番確率の多い災害はこんなんだから、このときにはここへ逃げましょうやとか、

ここがいいだろうと。こういう形の話し合いをしていただくことが一番重要かなと、こう思ってい

ます。 

じゃあ我々行政は、市民の皆様方がそういうふうに進められるように、ただ手をこまねいている

んではなく、指導なり、啓発なり、後押しなり、手を引っ張ったりする形が、我々の責務ではない

かなと、こう考えておりますので、今の段階では具体な避難路等は指示しておりませんが、そうい

う形の中で啓発に努めていきたいと、こう思っております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

伊藤議員。 
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○１７番（伊藤文博君） 

災害が起きたときに屋内にいる人、屋外にいる人、自分の自宅にいたときはこう考えてたけど、

違う場所にいたから対応できなかったというようなことだって考えられるわけで、そうなってくる

と、災害が起きた時点の広報、誘導の仕方というのが、非常に重要になってくると思うんですね。

あらゆるケースに対応していくということが、非常に求められていくわけですが、中越沖地震のと

きの津波警報については、これは行政側にもお伝えをしてありますが、海岸のサッカー場で子供た

ちがサッカーをしていた。ちょうど津波にかかる放送があったんですが、そのサッカーしてる場所

には全然聞こえなくて、少し離れた場所にいた人たちが聞いて知らせてくれた。子供たちを避難さ

せた後にもう一度海岸に戻ってみたら、まだ海水浴の人たちは、そのまま海水浴をしていたという

ようなことがあったんですね。実際には市の広報車が回ってきて、情報をいただいた。回ってきた

かどうかはわかりませんが、情報をもらったということもなかったというふうなことがあるんです。 

こういうところを１つの事例として、今後、実際に対策をしっかりと定めていく必要があるんで

すが、この事例についてはどのようにお考えですか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

吉岡消防長。〔消防長 吉岡隆行君登壇〕 

○消防長（吉岡隆行君） 

中越沖地震の発生時の当日の行動につきましては、先ほど市長答弁のとおりでございまして、防

災無線、それから緊急告知放送、そして消防職員、それから消防団の皆さん方によっての警戒活動

を行ったところでございます。ただ、その中でその後検証いたしますと、いろんな場面の中で極め

て実効性が伴っておったものと、なかなかそうでなかったものというのがあったことが判明いたし

ております。 

このようなことから、さらに一層、今回は大きな事故がなかったわけでございますので、幸いで

ございましたが、これらの事例を踏まえる中で、次はどこにそういう漏れがあったのかということ

を検証していきたいなと、こう思っております。 

それから、もう１つ足りなかったなと反省しておりますのは、やはり地震の発生したときには、

特に海岸線の場合には、当地方では津波が起きる、起きないは別にいたしましても、やはり海岸線

におった場合には、揺れを感じたら海から離れるということが第一義であるわけでございますので、

これを市民の皆様方により徹底した啓発が必要であろうかと。そういう行政からの指示待ちではな

くて、みずからが行動できる態勢というものをあげるよう、それを我々防災担当部局の方がさらに

力を入れなきゃいけないと、このように考えております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

伊藤議員。 

○１７番（伊藤文博君） 

次に、応急住宅対策についての方に移ります。 

地震が起きて被災しますと、２次災害を防止するために建物への立ち入りの可否を判断する応急

危険度判定を行って、異常がなければ調査済みの緑、要注意は黄色、危険は赤という分類がされ、
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その使用制限がされるということですが、糸魚川市地域防災計画には、県が行う応急危険度判定に

協力するというふうに書いてあるわけですね。これだと市民に説明できないと、またこれしかない

としたら対応できないということになりますが、ほかに規定されているんでしょうか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

吉岡消防長。〔消防長 吉岡隆行君登壇〕 

○消防長（吉岡隆行君） 

当市の昨年策定いたしました防災計画の策定時点におきましては、県がまず第一に行うというこ

とであったわけでございましたが、やはりこのたびの中越沖地震等々を踏まえた中で、あるいは能

登半島地震を踏まえた中では、やはり当然県の協力をいただかなきゃならんわけですが、当該の被

災地の市町村がまず主体的な中で、特に応急危険度判定というものを急がなければならんわけでご

ざいます。 

これについては、人的なものについては足りなければ、県内の応援市町村職員の協力をいただく

等々の中で進めていかなきゃならんので、今部内ではここの建築物の被災の判定のところについて

は、少し防災計画の部分を見直しと言いましょうか、検討しなきゃならないというふうに考えてお

ります。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

伊藤議員。 

○１７番（伊藤文博君） 

今、足らない場合は他市町村から応援をもらうという話もありましたが、災害の規模に応じて、

どのぐらいの時間、人員が必要なのかというのを早い時点で割り出して、応援を要請する体制も必

要だと思います。 

まず、市職員でその危険度判定士が何人いて、今言った必要な時間、人員を割り出すようなこと

がマニュアル上、手順書でもいいんですが、規定されているんでしょうかね、今の段階で。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

神喰建設課長。〔建設産業部次長建設課長 神喰重信君登壇〕 

○建設産業部次長建設課長（神喰重信君） 

お答えいたします。 

まず、判定士でございますが、市内には民間の方は３３名、それから市職員で６名ということで、

これはこの春の時点でございますが、判定士がおります。ただし消防長がお答え申し上げましたと

おり、その震災の程度によりまして、とても市内では対応できない。中越、あるいは中越沖でも、

市から県に要請をして、県が主体になって判定をいただいているというような現状でございます。 

したがいまして、議員さんのご指摘のとおり具体的なマニュアルを、やはり定めていく必要があ

るというふうに考えております。 

以上でございます。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 



 

－ 122 － 

＋ 

＋ 

＋ 

＋ 

○議長（五十嵐健一郎君） 

伊藤議員。 

○１７番（伊藤文博君） 

ということは、そのマニュアルの中に必要な時間、人員等の割り出しも含めて規定していくと。

これは後で出てくるボランティアの受け入れの方にもかかわってくるんですが、災害が起きたすぐ

には他市町村の建築士が、ボランティアでこれに入ってくるということもありますので、その辺を

整えてもらいたいなと思います。 

柏崎市では罹災証明書の判定に納得できないで、再調査を希望する被災者が相次ぎましたね。国

土交通省監修の震災建築物の被災度区分判定基準及び復旧技術指針と、こういう本があるんですが、

これによりますと木造建築物については、１番目として応急危険度判定、２番目として被災度調査、

３番目として被災度区分判定、ここになるとかなり構造的なものまでチェックをして、復旧が可能

かどうかと、費用がどのぐらいかかるかということも含めてやることになるんですが、柏崎におい

ては、この２番目の被災度調査という外観調査に基づいて、罹災証明書が発行されたようですね。

糸魚川市地域防災計画にはこのあたりが一切、これも触れられていないんです。これは何か定めが

ありますか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

金平市民課長。〔市民課長 金平美鈴君登壇〕 

○市民課長（金平美鈴君） 

ご質問にお答えいたします。 

罹災証明に関することは市民課の担当になっております。 

地震等による被害調査は、内閣府から示されております災害にかかる住家の被害認定基準指針に

より行われます。地震等による被害の場合、この指針によりますと判定作業といたしまして、外観

目視調査による全壊住宅を判定する第１次判定と、第１次判定で全壊と判定されなかった住家を、

外観目視等により傾斜判定や部位判定を行う第２次判定がございます。さらに再調査申請があった

場合において、住家の内部立ち入り調査を行う第３次判定とがございます。 

柏崎の例でございますが、この指針どおり外観目視調査ということで、第１次と第２次をあわせ

て行い、罹災証明を発行したと伺っております。糸魚川市の場合もそのような手順書、今はできて

はおりませんけれども、柏崎市の例を参考にしながら、この指針に基づきながら手順書をつくって

まいりたいと考えております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

伊藤議員。 

○１７番（伊藤文博君） 

時間があまりなくなってきましたので、防災に関して最後ボランティアについて、救援物資です

か、ボランティアについては受け入れマニュアルは作成中だと、救援物資の受け入れについても、

やはり必要になってくるんだろうと思いますね。例えばかなり多くのおにぎりが、賞味期限が切れ

て廃棄されたなどというものも出ているようですし、要するに必要なものを情報として発信し、必
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要なものを受け入れて配布していくということが必要になってくるというふうに、今の柏崎の教訓

で得られています。 

一連の手順書、マニュアル等をこれから作成するというものが、今の市民の中で大分出てきたわ

けですが、災害はいつ起きるかわからない。柏崎の医薬品を買いかえる前に被災してしまったなど

という例に見るように、こんなに早く起きると思わなかったといえば、それまでのことなんですが、

それが災害だと思います。ぜひとも細部の見直し作業をなるべく早く進めて、手順を定めていただ

きたいなと思います。よろしくお願いします。 

それでは、健康づくりの方に移ります。 

ソフト計画ですが、地区運動教室モデル事業が、本年度から３地域の公民館で行われています。

今後全市に展開していくというスケジュールを、いつごろをめどにして考えておられますか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

荻野健康増進課長。〔市民生活部次長健康増進課長 荻野 修君登壇〕 

○市民生活部次長健康増進課長（荻野 修君） 

お答え申し上げます。 

地区運動教室をモデル事業として、ことしは３館程度ということで、現在３館を進める予定にい

たしております。また来年度、これは健康づくりセンターの建設というものを意識しておりました

ので、１０館程度という予定でございました。なお全地域ということになりますと、全くこれは私

ども担当の計画の者の考え方ですが、２３年ぐらいには、そういう形を整えていかなきゃならんと

いうことで思っておりました。 

なお、今日の状況を踏まえて、ソフトもまた１年、１年見直しをさせていただきますから、また

今日の状況を踏まえて、あるいはことしやった実績を踏まえてちょっと検討させてもらって、また

次の段階へ結びつけていきたいと考えております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

伊藤議員。 

○１７番（伊藤文博君） 

今、来年度は健康づくりセンター建設を前提にして１０館と考えていたということは、今延期さ

れたことで、これが変わるということですか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

荻野健康増進課長。〔市民生活部次長健康増進課長 荻野 修君登壇〕 

○市民生活部次長健康増進課長（荻野 修君） 

ことし３館の実績を踏まえて検討させていただきたいと思いますが、それによって１０館を変え

るという意味ではございませんけれども、ことしの実績を踏まえて、あるいはいろいろな予算措置

との関係もありますから、それを踏まえて検討させていただきたいということで、これがセンター

がないから、あるいは計画を見合わせることになったから、それを変えるというものではございま

せん。 
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〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

伊藤議員。 

○１７番（伊藤文博君） 

今、市の健康運動指導士が考案した、だれにでもできる有酸素運動というのをやってるそうです

が、今後、個人の健康度に応じて個別メニューを立てていく必要があると思います。個人データの

管理とメニューの組み立て、それから効果測定値の評価などの個別対応メニューというのは、先ほ

どちょっと説明があったんですが、もう少し詳しくお伝え願えますか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

荻野健康増進課長。〔市民生活部次長健康増進課長 荻野 修君登壇〕 

○市民生活部次長健康増進課長（荻野 修君） 

現状でもある程度、個別対応メニューでやれるような形ということを、現在福祉センターでそう

いう機能がございますから、また体組成計というものを購入いたしましたから、そういうものを通

じて個別メニューにもかかわっていきたいと思います。 

なお、今後データ管理とか相当のボリュームでやっていくということになると、システム的にあ

る程度の施設の中で、やっていく必要があるのではないかと考えております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

伊藤議員。 

○１７番（伊藤文博君） 

システム化しなきゃいけないですよね。そうなってくると、地域情報化の問題ともリンクしてき

ますが、高速通信網を使ったサーバー管理システム、個人カードにデータを集積する方法などいろ

いろあります。健康づくり担当部署の立場からも、地域情報化に関心を持って提言していくような

姿勢が必要だと思いますが、その辺は部内で議論されてますか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

本間総務企画部長。 〔総務企画部長 本間政一君登壇〕 

○総務企画部長（本間政一君） 

庁内の中での電算関係、あるいは情報化については、それぞれ各部署から委員を選出いただいて

おりますので、それぞれ所管のところの問題点を企画の方に上げていただいて、そこでまた論議を

いただいております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

伊藤議員。 

○１７番（伊藤文博君） 

そう言ってしまうと各部署と連携がとれているようですが、実際にその部署の中で１つの問題を

考えるときに、その情報化とリンクして考えているかということを聞いているわけですよ。その担
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当している人が、それを考えないで業務を進めていて上げてきたんでは、生きるものも生きてこな

いという意味なんで、部署でそういう議論がされているかということですね。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

荻野健康増進課長。〔市民生活部次長健康増進課長 荻野 修君登壇〕 

○市民生活部次長健康増進課長（荻野 修君） 

担当の方でも、そういう検討は当然進めておりますけれども、またそういう進展とは別に、具体

的にそれが進まなくても、こういう形でできるんだといういろんな形、対応を考えて、健康づくり

というものを考えております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

伊藤議員。 

○１７番（伊藤文博君） 

そこに関心を持って事業展開を検討してほしいというようにお願いしておきます。 

健康づくりの効果の発現時期ですね、効果をいつの時期に求めるかということですが、市全体の

効果の発現と、その把握ができるまでには、少し時間がかかると思います。健康づくり全体のスケ

ジュールと効果の発現目標をリンクさせて検討するべきじゃないか。 

行政は結果主義、成果主義でなければならない。健康づくりに取り組む必要性は、だれもが否定

しないと思います。しかし目標設定なしの取り組みというのは、ややもすると取り組んだだけで満

足し、結果を求めない気風につながってしまう。最終的な目標というのは医療費の削減、介護経費

の削減だと思うんですね。４０歳代の男性が何年時点で、何十％運動習慣を身につけるというのは、

これは中間目標ですよ。最終目標というのが、やはり必要になってくる。これは非常に設定しにく

いですが、それが設定しにくいということは、設定できないということではないんですね。しにく

いものを設定して、やはり見直しにかかっていくということが重要だと思うんですが、これはいか

がでしょうか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

荻野健康増進課長。〔市民生活部次長健康増進課長 荻野 修君登壇〕 

○市民生活部次長健康増進課長（荻野 修君） 

お答え申し上げます。 

効果の発現時期でございますが、早いものもあります。運動教室の現場では、やってしばらくす

ると体の冷えが改善されたとか、体が軽くなったとか、あるいは汗をかけるようになったとかとい

う具体的な発現があります。なかなかそれを数値化するのは難しいんですけれども、そういうこと

があります。 

いずれにしろ、私どもの大目標はご承知のとおり、健康で長生きということをどうブレイクダウ

ンしていくかということになります。ただ、今医療費、あるいは介護経費ということをおっしゃい

ましたが、それは１つのやった結果目標ではないかと考えておりまして、私ども医療制度改革、あ

るいは健診保健制度の改革も進められる中で、私どもが生活習慣病の予防と、あるいは運動の定着
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ということを、これをどう図っていくかということについて目標を定めて、それに基づいて見直し

ながら、運動を進めていきたいと考えております。 

また、医療費や何かの削減というのは最終的なことでありますけれども、それについては結果で

はないかと考えておりますので、そういう形で生活習慣病の予防をいかに地域として図れるか、あ

るいは運動の定着をどれだけ図っていくかということを目標として、どういう目標を立てるかを、

これから具体的に検討していかなきゃならんと考えております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

伊藤議員。 

○１７番（伊藤文博君） 

目標設定のあり方ですけど、今のような言い方もあるかもしれません。その結果として、こうい

う経費の削減効果が出てくるというところを数値化して、それを目標設定として、効果の判定をし

やすくしていくというようなことも大事なんですね。やはり今の段階ではそこの部分、例えば健康

で長生きしますよというのであれば、それをどう数値化していくかということも、やはり考えてい

かなきゃいけないことだと思いますね。総合的に考えて、目標設定と効果の発現時期について、も

う少し具体的に示しながら、事業を進めていっていただければなというふうに思います。 

健康づくりセンターの発注を見合わせるという説明があったわけですが、新市建設計画の中で、

これは福祉センターの建てかえ、それから市長の公約の中で健康づくりの中核施設というふうに計

画自体が変貌してきたと。総合福祉センターの建てかえの意味もあるために、これまで須沢地区で

も数回にわたり説明会が行われてきましたね。発注延期の決定に当たっても説明会が開催されまし

た。 

その際、２年程度という、問われて確定ではないけど、見込みとして２年程度というような説明

をされたそうですが、その２年がいいか悪いかという議論は、不確定なことですのでここではしま

せんが、例えば２年とすれば、ソフト面では今行っている地区での運動教室も本格化して、いろい

ろな検討要素が出てきているかもしれませんね。それから全国的にも参考とするべき先進例が出て

くる可能性もあります。介護予防と健康づくりの複合的な動きも活発化してくるかもしれないとい

うことの中で、今の時点で見直す必要が必ずしもあるかどうははっきりしないわけです。 

それで先ほど市長は、そういう可能性も視野に入れてということだったんですが、今の質問に対

しては、そう言われればそういうことだなということになるかもしれませんが、部内で今後実際に

延期後発注に至るまでに、どういうような考え方で進めていくかということが議論をされています

か。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

本間総務企画部長。 〔総務企画部長 本間政一君登壇〕 

○総務企画部長（本間政一君） 

姫川病院の閉院にかかわってこの問題が出ておるわけですが、やはり病院のいろんなまだ経過が

はっきりしておりませんので、当面は１２月ごろに一定の管財人の動きがあるというように聞いて

おりますので、それを見て、もう少し細部を検討しなきゃならんと思っております。まだそのほか
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にもいろんなことが想定されますので、内部では財政的なこと等の話をしておりますが、なかなか

時期的な判断というのは、もう少しかかるかなという認識でおります。 

○１７番（伊藤文博君） 

時期は聞いてないんですよ。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

小林市民生活部長。 〔市民生活部長 小林清吾君登壇〕 

○市民生活部長（小林清吾君） 

ただいまの健康づくりセンターと、いわゆるソフト事業の関係なんですけれども、やはり健康づ

くりセンターがなければできないもの、なくてもできるもの、これは当然あるかと思います。その

中で、なくてはできないものにつきましては、先ほど議員がおっしゃったように国・県の制度、い

ろいろ社会情勢が変わるわけなんですが、その中で必要な見直しは当然進めていかなきゃいけない

ですし、直接健康づくりセンターが関与しない事業という言い方はおかしいですけれども、なくて

もできるというものであれば、それは市の健康づくり施策として、どんどん前に進めていかなきゃ

いけないというふうに思っております。 

以上です。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

伊藤議員。 

○１７番（伊藤文博君） 

ちょっと質問の意味が違うんですけど、要するにそういうことを含めて地区での運動と、それか

らセンターでの運動を見据えて、どう関連づけてこれから検討していこうというようなことがなさ

れているかということなんですけど。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

荻野健康増進課長。〔市民生活部次長健康増進課長 荻野 修君登壇〕 

○市民生活部次長健康増進課長（荻野 修君） 

今ソフトの元年みたいな形で、やっと取り組み出しました。これを踏まえてやはりソフト面を通

じてハードに関連づけてと言いますか、そういうここ１、２年のソフト面の具体的な実例を見なが

ら、それがハード面で、またその時点でそれを生かせるものは、より生かしていく形を検討してい

きたいと思っております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

伊藤議員。 

○１７番（伊藤文博君） 

時間がないので、これで終わります。ありがとうございました。 

○議長（五十嵐健一郎君） 

以上で、伊藤議員の質問が終わりました。 
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関連質問なしと認めます。 

１１時１０分まで暫時休憩いたします。 

 

〈午前１０時５９分 休憩〉 

 

〈午前１１時１０分 開議〉 

 

○議長（五十嵐健一郎君） 

休憩を解き会議を再開いたします。 

次に、平野久樹議員。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

平野議員。 〔７番 平野久樹君登壇〕 

○７番（平野久樹君） 

新政会の平野久樹です。 

私はこの機会に、１、北陸新幹線開業を控え並行在来線への対応と大糸線存続に向けた対策につ

いて、２、教育現場や市民を対象に着衣水泳（着衣泳）の普及に向けての取り組みについて、３、

全市に広がるカシナガ（カシノナガキクイムシ）被害についての３点について、質問をいたします。 

１点目の北陸新幹線開業を控え並行在来線への対応と大糸線存続に向けた対策についてですが、

北陸新幹線は開業を平成２６年度末に控え、工事が急ピッチで進んでいます。県は平成１０年にＪ

Ｒ東日本、平成１３年にＪＲ西日本との間において、並行在来線の経営分離について同意しており、

分離後は長野県、富山県と協議し、沿線自治体の協力を得ながら県が責任を持って存続を図るとし

ています。 

平成１７年度には並行在来線のあり方懇談会を設置し、当市からも当時の栗林助役、現副市長ほ

か２名の方がメンバーとして参加をしており、本年１月に報告をまとめております。 

糸魚川市は合併を機に、糸魚川、青海、能生３地域の共通課題への対応と情報交換、新幹線を生

かしたまちづくりの検討などを目的として、糸魚川市新幹線対策連絡会議を設置しています。 

このようにさまざまな協議が進められている割には、取り組みや運営形態などは地域住民にあま

り伝わってきてません。新聞報道によりますと、糸魚川市新幹線対策連絡会議は昨年度の事業がゼ

ロということで、糸魚川市が行政の怠慢と言われても仕方ないと謝罪の記事が掲載をされていまし

た。まちづくりを進める上で並行在来線や大糸線の存在は重要であり、特に並行在来線は、県が責

任を持つとはいっても沿線自治体の協力を得るとなっており、あり方懇の報告でも県民１世帯当た

りの負担額とあわせて、沿線自治体１世帯当たりの負担額が明記されるなど、地元自治体による活

性化を促しています。 

並行在来線の問題は上越市議会でも物議が交わされており、当市においてはタイムリミットが迫

っている中で新潟県や富山県、周辺自治体に対し、積極的なアプローチが必要と考えます。 

また、大糸線については、北陸新幹線の長野・富山開業に伴い、ＪＲ西日本が運行している南小

谷糸魚川間の３５キロが存続困難として、経営分離する方針とも言われております。大糸線の存続
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には、起点である糸魚川市が長野県と協議をする中で、国やＪＲを巻き込んで活性化策を要請して

いく姿勢が重要と考えます。 

そこで糸魚川市の今後の対応について伺います。 

(1) 並行在来線が経営分離されますが、今日までに決まっている枠組みはどのようになってお

り、糸魚川市としてはどのように関与していくのか。 

(2) 富山県や隣接自治体との協議は進んでいるのか。 

(3) 並行在来線の必要性と危機感の認知度を上げる取り組みはどのように展開しているのか。 

(4) 大糸線存続に向けた対応策は。 

２点目の教育現場や市民を対象に着衣水泳（着衣泳）の普及に向けての取り組みについてですが、

ことしの夏は８月の猛暑を記憶に残し過ぎていきましたが、ことしもまた全国で多くの水難事故が

発生し、幼い子供から大人まで多くの人が尊い命を落としています。その数は毎年８００人を超え

ています。そして、その中には衣服を身につけたままで事故に遭ったケースが多く見られます。 

着衣泳とは、着衣状態で浮いたり移動したりする動作を指しており、特に水難事故から身を守る

着衣泳を、命を守る着衣泳と定義されています。身近で起きる可能性のある悲惨な事故を防止する

ために、着衣泳の普及に向けた取り組みが必要と考え、以下の点について伺います。 

(1) 現在、教育現場で児童・生徒や保護者に対して、着衣泳に類する救助法の訓練は行われて

いますか。 

(2) 着衣泳指導員による指導が統一基準となっており、指導員による指導を進めるべきと思い

ますが、いかがでしょうか。 

(3) 糸魚川市に着衣泳という「助かる救助法」を根づかせる考えはないか。 

３点目の全市に広がるカシナガ（カシノナガキクイムシ）被害についてですが、カシナガは体調

５ミリ前後で、木の幹に穴を掘って入り込み、えさとなる菌を植えつける。繁殖した菌が樹液の通

り道を壊すため木全体が衰えて赤く枯れてしまう。被害拡大の原因として、病害虫への抵抗力低下

や地球温暖化の影響などがあるとされています。当市においても、秋でもないのに紅葉したように

赤く枯れている木々が散在しております。 

そこで以下の点を伺います。 

(1) 市内のカシナガ被害はどのような実態か。 

(2) 国立公園及び県立公園への侵入を食い止めるため国、県の対応は。 

(3) 当市として取り組む被害の拡大防止策を伺いたい。 

以上で、１回目の質問を終わります。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

米田市長。 〔市長 米田 徹君登壇〕 

○市長（米田 徹君） 

平野議員のご質問にお答えいたします。 

１番目の並行在来線と大糸線存続対策の１点目、今日までの枠組み等につきましては、平成

１２年に新潟県と沿線市町で確認した並行在来線の取り扱いに関する基本的な考え方の中では、沿

線市町の協力を得ながら、県が責任を持って存続を図る。分離後の経営主体は第三セクターとし、
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市町の財政負担は財政状況の許す範囲内にとどめるとなっております。 

市といたしましては、このことを前提といたしまして関係団体と連携をとりながら在来線の存続

に努めてまいります。 

２点目の隣接自治体との協議につきましては、糸魚川市としては新潟県、上越市、妙高市と同一

歩調で、並行在来線の存続について協議中であります。また、新潟県に対しては、今後並行在来線

の取り組みを行う長野、富山県をはじめ東北、九州などの関係県との連携を図るよう要請をしてお

ります。 

３、４点目の並行在来線、大糸線の存続につきましては、北陸本線、大糸線とも乗客数の減少は

厳しい現状でありますことから、企画列車の運行や利用促進策を展開し、乗客の増加に努めている

ところであります。 

特に本年度は、大糸線全線開通５０周年記念として各種事業を実施し、沿線住民をはじめ多くの

皆様に必要性や利用促進について周知を図っているところであります。 

また、本年度実施した事業で利用促進につながる事業について地元と協議をし、促進事業の継続

の検討をしてまいりたいと考えております。 

２番目の着衣水泳の普及についての１点目、教育現場の指導につきましては、今年度、小学校で

は７校で実施しておりますが、中学生、保護者を対象にした着衣水泳の訓練を実施している学校は

ありません。 

２点目と３点目でありますが、統一基準につきましては、長岡市にあるボランティア団体の着衣

泳研究会が自主的に定めたもので、その講習を終了した人が指導員と認定されております。 

現在は要望のある団体に、指導員からボランティア活動として着衣水泳の普及に取り組んでいた

だいており、今後も助かる命を救う方法の一環といたしまして、進めていきたいと考えております。 

３番目の１点目、カシノナガキクイムシと非常に長いものですから、平野議員同様、カシナガと

させていただきます。 

カシナガによるナラ枯れの実態につきましては、平成１７年度は約７,６００本で、平成１８年

度は約５,７００本の被害であります。今年度は現在調査中でありますが、地域別に見ますと、能

生地域においては一昨年がピークで、徐々に減っている模様であります。糸魚川、青海地域におい

ては、今年から来年にかけてピークを迎えるものと思われます。 

２点目の国立公園及び県立公園への侵入を食いとめるための対応につきましては、公園担当であ

る国、県の環境部局では、状況の把握や対策は行ってないとのことであります。したがいまして、

被害が発生した場合、その状況を国、県に報告をし、対応について協議していきたいと考えており

ます。 

３点目の被害の拡大防止策につきましては、美山公園内のわんぱく広場の周辺で薬剤による防除

を試験的に行いました。その効果の実証には３年ほどかかる見込みであります。また、被害木につ

いては人身に危険が及ぶと思われる箇所を、優先的に伐採処理をしております。 

以上、ご質問にお答えいたしましたが、再度のご質問によりましては、所管の部・課長からの答

弁もありますので、よろしくお願いをいたします。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 
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平野議員。 

○７番（平野久樹君） 

それでは２回目の質問に入ります。 

まず、並行在来線の問題でございますけれども、特に並行在来線は今ほどの市長のご答弁にもあ

りましたように、運営主体は県が行うということでありますから、自治体単独ではなかなか動きに

くい問題であることは認識しておりますけども、どうも県都の新潟市から離れているために、こち

らでは意識は薄らいでいるんではないかなというような報道なども伝わってくるわけでありまして、

当該自治体が積極的に働きかけていくことが必要ではないかということで、幾つかの確認をさせて

いただきたいと思います。 

まず、第三セクターへの枠組みとしまして、並行在来線あり方懇談会の報告によりますと、上下

分離方式が収支均衡運賃倍率が最もよいというふうになっているわけですけども、その点について、

その後の検討というものは進んでいるのかどうか伺います。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

田鹿商工観光課長。〔商工観光課長 田鹿茂樹君登壇〕 

○商工観光課長（田鹿茂樹君） 

お答えを申し上げます。 

今のご質問でございますが、あり方懇談会の報告を受けまして対策協議会の方では、この方式を

さらに詳細に検討するべく現在対策協議会の中で検討しておりますが、あり方懇談会の報告につき

ましては、大枠の概要でございます。したがいまして、これらを詳細に詰めるべき必要があるとい

うことで、今現在対策協議会の方で検討をさせていただいております。 

以上でございます。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

平野議員。 

○７番（平野久樹君） 

当地域の場合は、信越線がＪＲ東日本、北陸線は主にＪＲ西日本ということで、これを第三セク

ターにする場合は１社で賄うということにまずなるのでしょうかと、それが１点。 

信越線は長野県、北陸線は富山県、こういうところと隣接をしている。そういう隣接している県

との協議というのも必要になってくるだろうと。既に運営されているところでは、ＩＧＲのいわて

銀河鉄道と青い森鉄道、これが両県にまたがっていると。ただ運営主体というか管理主体が、ＩＧ

Ｒいわて銀河鉄道が請け負っているというような形になってますけども、この相互乗り入れも含め

た場合に、当地域の場合は３県にまたがって、前例以上に複雑になってくると思われるんですけど

も、その辺の協議の進展状況というものを、あわせてお伺いします。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

田鹿商工観光課長。〔商工観光課長 田鹿茂樹君登壇〕 

○商工観光課長（田鹿茂樹君） 
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お答え申し上げます。 

まず、１点目の質問の信越線並びに北陸本線の関係について、１社かどうかということでござい

ますが、今現在まだ対策協議会の中では１社にするか２社にするかは、まだ検討をされておりませ

ん。 

それから隣接県との協議でございますが、並行在来線対策関係道県連絡会議を平成１１年から県

の方は立ち上げまして、新幹線に関係する１２の道県との連絡会議を、年１回程度で開催している

そうであります。平成１９年度につきましては、８月２８日に新潟市で開催されておりまして、並

行在来線に関する現状の取り組み状況について、情報交換がされているというふうにお聞きをいた

しております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

平野議員。 

○７番（平野久樹君） 

副市長があり方懇のメンバーであるということで確認をさせてもらいますけども、冒頭の質問で

も申し上げたとおり経営モデル分科会の報告では、収支に基づく公共負担としていながら、３０年

間の収支差は県民１世帯当たり、これは４万７,１００円、年間にあわせますと１,６００円。それ

とあわせて沿線３市１世帯当たりの３９万１,９００円、これは年間にしますと１万３,１００円こ

れを明記されていると。どのような経緯で、あえて沿線だけの数字を明記する必要があったのか、

この辺をちょっと伺いたいんですけれども。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

栗林副市長。 〔副市長 栗林雅博君登壇〕 

○副市長（栗林雅博君） 

今ご指摘のように各路線に基づく収支計算でありますけれども、このことも私は県の事務当局に

も指摘をしたところであります。この３市、上越市、糸魚川市、妙高市で、なぜ１世帯当たり、あ

るいはまた人口と言いますか、県民１世帯当たりの試算をするのかということを問いただしました

けれども参考までにと、こういうことなんですね。しかし報告書の中にも、これズバリ書いてある

んです。このことの問題については、県のやはり負担を逃れるためではないかということで、私と

上越市の中川さん、当時は助役だったですけれども、このことについては県に対して大変厳しく追

求をしたところであります。 

そのほかに県の事業としては、例えばまた新潟よりも東の方の鉄道の問題だとか、道路の問題が

ありますね。じゃあなぜそういったところも沿線の人口１人当たり、あるいはまた１世帯当たりの

試算をしないんだと。何で上越、糸魚川、妙高だけをやるんだということを突っ込んで聞いたわけ

ですけれども、いずれにしても参考のためということだけで、それ以上の話が戻ってこなかったわ

けです。 

そんな中で、やはり妙高、それから上越、糸魚川市の当時助役だったもんですから、助役の会議

の中で、こんなことをさせておけないだろうということで、いろいろな打ち合わせをした中で、こ

のことはそれぞれの市長さん方にもしっかりと報告しておきましょうということで報告しておりま
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すけれども、この意図とするものについては、私も十分理解をしてるつもりはございませんので、

こういった数字を上げるのは、私は適切ではないというように考えておるところであります。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

平野議員。 

○７番（平野久樹君） 

先ほどの市長の答弁の中では、自治体の財政の許す範囲である程度負担をというようなことも述

べられておりました。県の方は当然のことながら、こちらの地域は三セクにしたところで経営が厳

しいだろうなと、赤字幅は大きいだろうなというのがわかっていて、財源を地元負担にするんでは

ないかなという意図が見え隠れするもんですから、あえて伺わさせていただいたと。 

そういう中で、この北陸本線自体は地域住民の日常の足として機能しているというのは、これだ

けにとどまらず、現在１日４０本の貨物輸送が走行していると。そして主として北陸と関東、北海

道と関西を結ぶ重要な大動脈となっているということです。これは現に今般の中越沖地震において、

信越線の柏崎・柿崎間、これが不通になったことからガスや生鮮品の輸送に大打撃を与えたという

報道もありましたし、改めて重要な路線であることが明らかになったわけです。 

このように北陸本線が広域的、あるいは幹線的な物流ネットワークを支える重要な役割を担って

いるという実態を見ますと、国による積極的な支援ということが望まれると思うわけですね。並行

在来線の経営が成り立つような、近隣県とも連携をした上で国への働きかけというのが非常に重要

になってくると思います。 

また在来線、これは多分多くても３両編成ぐらいの列車なんだろうと思います。これに対して貨

物列車というのは数十両の編成で走っているわけですから、レールへの損傷というものも非常に影

響が大きいわけですね。そういうメンテナンスにかかる経費、こういうものもＪＲ貨物、あるいは

国から支出するというのが、我々からすれば当然のように思われるんですけども、ぜひこのような

ことも含めて、糸魚川市が積極的に関与できる場面というのは今後もあるかどうか、その辺につい

てちょっと伺いたいんですけども。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

栗林副市長。 〔副市長 栗林雅博君登壇〕 

○副市長（栗林雅博君） 

ご指摘のとおり北陸本線につきましては、これは単なる地方の鉄道に置きかえるだけではなくて、

日本の物流の中でのやはり東海道、それと北陸について、６・４ぐらいの貨物輸送の割合だそうで

すけれども、この動脈と言える北陸線を三セクにして本当にいいんだろうかということを、私は県

の段階で盛んにこのことの話をしております。極論でありますけれども、上越市の議会でも問題に

なりましたようなことを、私は公式に発言をしておるわけでございますが、本当に最後といいます

か、この財政負担についてどう市町村に負っかぶせると言いますか、言い方が悪かったかもわかり

ませんけれども、市町村の負担については、かなり強烈に求めているようなニュアンスが感じられ

るもんですから、大変私も意見を申し上げてきたところであります。 

それともう１つは、今後の検討の課題でございますが、最終的な北陸線のあり方懇といいますか、
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三セクの設立等につきましては、それぞれの首長が県との協議に入ってまいる段階ですけれども、

現在、その下調査機関としてのあり方懇とかいうことでもって、隣接県とも協議を進めておるとこ

ろでございます。ですから、まだそういった一定の方向が定まり次第、恐らくまた首長の会議を開

くことになるんだろうというように思っておりますけれども、いずれにいたしましても平野議員が

おっしゃられるように、日本の動脈としては決して欠かすことのできないものであります。このこ

とについては北陸沿線の国会議員を交えながら、このことについての働きかけをしておるところで

ございます。しばらくまた様子を見ながら、いろいろな取り組みの展開をしていかなきゃならんと、

こう感じております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

平野議員。 

○７番（平野久樹君） 

それでは認知度を上げるというふうな取り組みの方に移るんですけども、特急を除く在来線とい

うのは、この糸魚川市内の中でも市民の間で利用する人というのは、非常に限られておるのかなと。

在来線の必要性ということになりますと、あまり感じていない市民の方も多くおられるのかなと思

ってしまうような感じです。このことは先ほども申し上げましたけども、糸魚川市新幹線対策連絡

会議が発足はしたけど１年間全く機能してなかったと。こういうことから見ても、行政の方から何

としても、この在来線は必要なんだという意識が感じられてこないわけですね。今後、身近で利用

できる路線という意識をつくり上げるためにも、今利用してなくても使ってもらえるんだというふ

うな、いろいろな対策を講じていただきたいなと。 

身近で利用できる路線、通勤客、あるいは通学客、これをふやすというような努力も必要になっ

てくると思います。行政から企業に対して、この利用促進のＰＲというものは考えているか。また

合併後は市の職員の方々も広域的な勤務になったわけですから、既にもう現に電車通勤されてる方

もおられますけども、さらに電車通勤の奨励というものを検討していただきたいんですけども、い

かがでしょうか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

田鹿商工観光課長。〔商工観光課長 田鹿茂樹君登壇〕 

○商工観光課長（田鹿茂樹君） 

お答え申し上げます。 

並行在来線、北陸本線、それから大糸線も含めますが、その必要性につきましては認知度を高め

るために、北陸本線等利用促進協議会が平成８年７月に立ち上がっておりまして、この協議会の中

で必要性や、現在の利用状況を協議をしているところであります。必要に応じてはＪＲ西日本さん

へも要望活動を行っております。 

ただ、議員おっしゃられるように、今後はもっと住民の皆様にも利用促進について理解をいただ

いたり、経営の理解をいただくように、もっと認知度を上げるべく我々としても情報発信はするべ

きだというふうに考えておりますし、市の職員の皆様にも呼びかけたり、企業の皆様にもできるだ

け並行在来線、電車を使っていただくような呼びかけはしたいと思いますが、強制するべきもので
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もございませんので、協力をお願いする程度でとどめるしかないかなというふうに思っております。 

以上でございます。 

○７番（平野久樹君） 

職員は。 

○商工観光課長（田鹿茂樹君） 

申しわけございません。職員の部分につきましても年に１回ぐらいは、電車を利用いただくよう

にお願いをしておりますが、マイカー通勤の方も結構いらっしゃいますし、ノーカーデーですか、

このようなときにも、できるだけ電車をご利用いただくような呼びかけを、今後もまたしてまいり

たいというふうに考えております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

平野議員。 

○７番（平野久樹君） 

これは本当に大糸線も含めた在来線は、危機感を持って取り組まなければ、なかなかいい方向に

進んでいかないというふうに感じますので、年に１回程度と言わずに電車通勤をやっていただきた

いと思います。 

現在の「はくたか」への乗車を見てみますと、富山県西部の方が糸魚川まで在来線を利用して来

て、そして糸魚川の駅で乗りかえて、「はくたか」へ乗っていくというケースも多く見られていま

す。 

私たちは新潟市へ行く場合、これは仮に北越がなくなるとどうやって行くのかなと。まさか新幹

線で高崎経由新潟行きということを推奨するわけではないと思いますけども、このように在来線と

言いながらも地域の活性化のためには、非常になくてはならない重要なアイテムになってますので、

ちょっとこの現状で新潟方面へのアクセスというのは、どのように検討されているか、お伺いした

いんですけれども。 

○議長（五十嵐健一郎君） 

傍聴者は静粛にお願いいたします。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

田鹿商工観光課長。〔商工観光課長 田鹿茂樹君登壇〕 

○商工観光課長（田鹿茂樹君） 

お答え申し上げます。 

新潟方面への直行便と言いますか、新潟方面への直通列車につきましては、現在北越が運行され

ておりまして、糸魚川駅には上下各５本が停車している状況でございます。今後、新幹線が開業に

なれば、当然この直行特急便関係は少しなくなる可能性もあるわけでありますが、糸魚川市として

は新潟方面への直通列車の運行継続について、さらに県とも協議しながらＪＲ西日本、さらにはＪ

Ｒ東日本に、強く運行継続を要請してまいりたいというふうに考えております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 
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平野議員。 

○７番（平野久樹君） 

それと同時に、新駅の誘致というのも積極的に展開して、利用客をふやしていける１つの方法で

はないのかなというふうに思うんですけども、例えば今、青海地区の場合は、須沢地域の方に人口

が移ってます。ですから、その人口の多いところに新駅を１つ設けるだとか、あるいは糸魚川・梶

屋敷間では、糸魚川高校や糸魚川地域振興局、こういうものがある押上地域の辺に１つ駅を設ける

とか、そういうことをやりながら、利用促進につなげていけるんではないかなと思うわけですね。

この新駅につきましては、行政が積極的に動かなければ実現しないだろうと思います。その辺の新

駅に対する考え方というのは、現状どういうふうに思っておられますか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

田鹿商工観光課長。〔商工観光課長 田鹿茂樹君登壇〕 

○商工観光課長（田鹿茂樹君） 

お答え申し上げます。 

あり方懇談会の中でも北陸本線には新駅が３つでしょうか、一応あった方がいいというような報

告もされております。ただ、駅をつくる場合には、また経費の問題等もございますので、利用促進

のためには確かに新しい駅を人口の多いところに設けるのが、ベストだというふうには考えており

ますが、今後、また対策協議会の中でも含めまして運営方式の中でどうあるべきかというのを、協

議会の中でも検討してまいりたいというふうに考えております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

平野議員。 

○７番（平野久樹君） 

それと新会社になった場合、仮にこれが１社で経営されるようになれば、今までは直江津という

ところでの区切りがあって、直通便というのがなかなかないわけですね。利用する側からも非常に

あそこで不便を感じていると。仮にこうなってくると富山発で妙高行き、あるいは富山発長岡行き

とか、こういう直江津が境ではなくて、今仮に乗りかえが発生しているような部分においても、利

用者の利便性というものを考えたダイヤというのは、こういうものは今度は自由度は出てくるんで

しょうかね。ちょっとその辺、お伺いしたいんです。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

田鹿商工観光課長。〔商工観光課長 田鹿茂樹君登壇〕 

○商工観光課長（田鹿茂樹君） 

お答え申し上げます。 

当然、経営主体が第三セクターの会社になるわけでありますし、それには行政も関与するわけで

ありますので、当然、利便性のことについて、その会社の中でのものに要求をしてまいりたいとい

うふうには考えておりますし、まだまだこれから先の部分になるかと思いますが、できるだけ利便

性が向上になるような形に、新しい会社には働きかけたいというふうに考えております。 
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〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

平野議員。 

○７番（平野久樹君） 

それでは大糸線の存続に向けた対応ということで、先ほども少し述べたんですけども、大糸線を

ＪＲとしては、経営分離を視野に入れた形で考えているという報道もあったわけですけども、今、

大糸線の存続に向けた具体的な経営方針というものは、当市として確認をされているのかどうか、

お伺いします。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

田鹿商工観光課長。〔商工観光課長 田鹿茂樹君登壇〕 

○商工観光課長（田鹿茂樹君） 

お答え申し上げます。 

確かに議員おっしゃるように大糸線は、非常に厳しい環境の中に今おるわけでありますが、行政

としては大糸線利用促進輸送強化期成同盟会等を通じまして、ＪＲ西日本に運営の継続をお願いし

ておりますし、この１９年３月２７日にＪＲ西日本に、輸送強化期成同盟会を通じて要望活動を行

ったものであります。 

さらに北陸本線等利用促進協議会を通じまして同じ日に、ＪＲ西日本の金沢支社の方にやはり要

望活動を行いまして、大糸線の継続運営と冬季の運行確保等々を要求をさせていただいております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

平野議員。 

○７番（平野久樹君） 

この大糸線も地域の足という意味合いもあるわけですけども、やはり観光客を含めて今度できま

す新幹線糸魚川駅の乗降客のアップには、まず欠かせない存在なわけですね、欠かせない路線であ

ると。今、他市の例なんかを見ますと長野県の飯山市、これは何か観光協会では既に地域限定の旅

行商品を販売できる第３種旅行業というものの免許を取得をして、ことしからミニツアーなんかを

もう企画をして観光客の誘致に努めているだとか、あるいは同じ大糸線でもＪＲ東日本の方は、松

本・南小谷間のトロッコ風のジョイフルトレイン「北アルプス風っこ号」、これをまた昨年に続い

て、ことしも多分今週末だと思うんですけども運行するだとかいう記事が出ております。 

先ほど市長のご答弁にもあったように、ことしは開通５０周年ということで、いろいろなイベン

トが開催されてます。来年以降もご答弁にあったように、引き続いてやはり企画、あるいはイベン

トというものを続けていただきたいんですけども、いま一度その意気込みというものをお聞かせく

ださい。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

田鹿商工観光課長。〔商工観光課長 田鹿茂樹君登壇〕 

○商工観光課長（田鹿茂樹君） 
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お答え申し上げます。 

議員がおっしゃるように、大糸線については観光的な面も一部にございます。我々としては、こ

の大糸線の全線開通５０周年を契機に事業を、いろいろなことをやっております。来年にまたつな

げられる事業を模索したいということで、この事業を取り組んでおるわけでありますが、この中で

来年度また実施できる事業を地元と協議しながら、とにかくお客さんに乗っていただくような方法

を、模索してまいりたいというふうに考えております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

平野議員。 

○７番（平野久樹君） 

私たち新政会では、ことしの政務調査でＪＲ北海道が開発をしていますレール上と道路を双方向

で走ることができるＤＭＶ、デュアル・モード・ビークル、これの試験運行に乗車をし、開発推進

担当者と打ち合わせをさせてもらってきました。この試験運行には全国各地から行政、あるいは議

会の視察が殺到しておると。それだけ全国各地で導入に向けた検討というのが、真剣に行われてい

るというふうに感じてきました。 

試乗した感想なんですけども、やはり地域の足としての利用は非常に可能だなと。これもあり方

懇の中では、どうも導入には否定的に取り上げられていました。それをよく読んだときに、私たち

実際に試乗してみるとレールと道路の切りかえ時間は１０秒から１５秒ぐらいなんですね。車両は

バスを改造しているということもあって軽量で、電車と比較をすると非常に安価である。また、レ

ール上もタイヤが走るわけですから、レールの損傷はほとんどない。メンテナンスコストは格段に

安いということで、初期投資からランニングコストまでしっかりと試算をすれば、決して不可能な

数字ではないなというふうに感じてきました。 

また、観光目的ということでの定期運行には、もっと魅力を感じたわけでありまして、特に大糸

線の場合は観光目的でずっと、行きは観光地を、帰りはレール上を走って帰ってくるというような

ことで、朝夕を除くと大糸線は空いている時間の方が多いわけですから、糸魚川駅を起点として、

何らかのそういう定期観光ということに、うまく使えるんではないかなというふうに思います。レ

ール上から見る景色と道路上から見る景色、これは本当に目線の違いだとかルートの違いもあって、

全く違ったものになってまして、非常に新鮮に映ってくるだろうと思います。ぜひ新幹線開業まで

の時間をかけて、ＪＲ西日本と協議を進める価値は私はあると思って乗ってきたんですけども、皆

さんのお考えというのは、どんな感じで今考えておられるか伺いたいと思います。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

米田市長。 〔市長 米田 徹君登壇〕 

○市長（米田 徹君） 

お答えいたします。 

大糸線、そしてまた北陸線の存続については、非常に私も大切だと考えておるわけでございまし

て、力を入れていきたいと思うわけでございますが、今、沿線住民による利用というのは、非常に

厳しい状況にあるわけでございまして、これを上げるというのは、今の時代の中ではちょっと無理
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なのかな。だとしたら、どういう方向があるかというと、今議員ご指摘の観光というものに、やは

り一つ大きく力を注いでいくべきではないかということで考えさせていただいております。 

そんなことから特にこの２路線については、何としても存続をしていきたい考えで進めさせてい

ただいておりますが、ただ、問題点というのも並行在来線につきましては新幹線という中で、三セ

クという方向でどうなるのかという、そういった状況にあります。それもこのやりとりの中で説明

させていただいたとおりでございますし、大糸線につきましての問題点というのは、やはりＪＲ西

日本、東日本の違いが、大きくかかわっておるのだろうと思ってるわけでございます。 

その辺の流れ、そして今どうしても国鉄からＪＲに民営になったときの一つの流れといたしまし

ては、やはり経営というところでご指摘をいただくと、やはりどうしても住民の、また地域の自治

体とのつながりというのが、非常に以前よりは離れている部分がございまして、その辺がいろいろ

要望いたしましても、向こうの経営という一つの判断の中からの経営方針というのが、大きくかか

わってくるわけでございまして、その辺が一つの隘路になっているわけでございまして、いかに

我々は情報を発信をし、また、どこまで協力できるのかというところが問われる部分でございます。 

非常に難しい部分でございますが、先ほど言いましたように、観光というものをもっと前面に押

し出しながら進めていきたいと思っております。大糸線につきましては、松本・糸魚川間の沿線の

各自治体、そしてまた商工会議所、そしてまた民間の方々と一体となって、利用の協議会、促進の

同盟会を設置いただいとるわけでございまして、その中でもいろいろやりとりをさせていただいて

おります。 

本当に何をすればいいのかというのは常々話をするんですが、これといって特効薬というのは今

ないわけでございますので、まず乗っていただくことをどのように、もうこつこつやらなくちゃい

けないんだろうと思っております。いろいろ長い間かけてやってまいりましたが、そういったもの

はなかったわけでございますので、少しずつ上げていくことが大事かと。やはり地に足のついた考

え方しかないのかなというのを、今この５０周年の中でとらえさせていただいて、イベントをさせ

ていただいて、そしてこれはただ単に行政だけではなく、地元の方々と一体となって進めていかな

いと、観光客も来てくれないのかなというように考えておるわけでございますので、その方向で今

検討をさせていただいております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

栗林副市長。 〔副市長 栗林雅博君登壇〕 

○副市長（栗林雅博君） 

今ほどのＤＭＶの導入についての考え方でありますが、このことは県の方もこの交通システムの

あり方について、在来線の三セクに伴い５種類ほど検討しておるその１つでございます。平野議員

さんも研修に行って内容を十分ご存じだと思うんですけど、このことについても糸魚川、あるいは

上越地域の地形、あるいは輸送する人員と比較をした検討もございます。これは最大２８人が１車

両の輸送ということで、県の方の資料にあります。 

それともう１つは、積雪時に大変弱いということであります。上越、妙高、糸魚川も含めてであ

りますけれども、この積雪時に対する輸送に大変弱いということで、それともう１つは現状の通勤、

通学の輸送人員に合わせた場合、どれだけの車両を調達しなければならないかということで、車両



 

－ 140 － 

＋ 

＋ 

＋ 

＋ 

の調達の台数はちょっと明記はされておりませんけども、車両等の初期投資につきましては、信越

線では３４５億円という数字が試算をされております。それで北陸線については１５億円というこ

とで、輸送台数と輸送人員とを恐らく割り振った額だというふうに思っておりますけども、具体的

な内容については、まだ明記をされておりませんけども、全体の中での交通手段としての検討をし

た資料はございます。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

平野議員。 

○７番（平野久樹君） 

先ほどの３４５億円というのは、多分もう一度後で考えていただければいい。そんなに高いはず

はないと思う、それは全体だと思いますよ。線路を買うとかだと思うんで、それは置いといていい

ですけど。 

今ほど２９人乗りというのを言いましたけど、私たちが担当者と話をしたのは、もう既に２９人

乗りの３両編成、要するに９０人を１つの編成のターゲットとして、これが大量生産できるように

今もう開発中だというのが１点。それと冬場については、確かにおっしゃるとおりでありまして、

ただことし１年間というか、この冬を網走で初めて経験をしてみると。それで冬場への対応という

ものを検討していきたいということでしたので、つけ加えさせていただきます。 

北陸新幹線の開業を控えまして、新聞、テレビでは多くの特集が組まれています。それはやはり

その大半は利用客をいかにしてとどめるのか、それとストロー現象にならないこと。これがいろい

ろ工夫で紹介されています。新幹線の開業と糸魚川駅ができることは、もう既に決まってます。開

業がスタートではないということで、開業までにいかに準備を整えていくか。そういうことを考え

ると、もう既にスタートはしているということで、行政が先頭に立って、待ちの姿勢ではなくて積

極的な展開を望んでいきたいと思います。 

続きまして、２点目の着衣泳の普及に向けてということで、なぜこの問題に取り組んだかと言い

ますと、当市の場合は日本海に面していると、多くの川も流れている。近年はマリンレジャーや川

遊び、渓流釣り、ヒスイ拾い、いろいろな地域の特性上、小さな子供から大きな大人まで水に接す

る機会が大変多くあると、事故に遭う可能性も大きいということであります。最近では、集中豪雨

による河川氾濫などの水害がいつ起きるかもわからない。こういう気象条件でもあるということで、

過去の事例でも、服を着たまま浮くということを経験していれば、助かったケースというのが多く

あるんではないかなと思われます。 

当市の現状を私なりにも調査をしました。今ほどお伺いしたとおりと、中学校では対応していな

いということですし、小学校も一部やってないところがあるんではないかなと思います。学校にお

ける着衣泳の訓練は、ぜひとも統一的に教育委員会から指導していただくと。学校にゆだねるんで

はなくて、児童、生徒、そして保護者も含めて、危険回避を経験できる環境をつくっていただきた

いというふうに思うわけですけども、いかがでしょうか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

月岡学校教育課長。〔教育委員会学校教育課長 月岡茂久君登壇〕 
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○教育委員会学校教育課長（月岡茂久君） 

議員ご指摘のように海岸線が大変長く、そして河川が大変多いということで、水難事故に遭う機

会は大変多いと思います。私も重要な課題であろうと、こう思っております。 

着衣水泳は水難事故防止の安全指導の１つとして、その意義は認めるところであります。実際に

行う場合は、訓練そのものに危険が伴うということであります。素人ではなく、専門的な知識を有

する指導員による安全体制が整った状況のもとで、行うことが大切かと思います。実施してない学

校については安易に勧めるだけではなく、その学校の安全指導、それから水泳指導の実態を把握し、

確実な指導体制が整えられているかどうか、その実情を踏まえた上で、推奨してまいりたいと考え

ております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

平野議員。 

○７番（平野久樹君） 

平成１７年度の警察白書、これによりますと水難事故で最も多いのが魚釣り、魚捕りというのが

３４.１％、次に多いのが水泳で１７.１％、水着の状態で水難に遭遇するというのは水泳だと思う

んですね。そうやって考えますと、水泳が１７.１％ですから、それの残りの８割以上が服を着た

状態での水難に遭っているということが推測されるわけですね。 

ですから小さいうちから服を着た状態で水中による訓練、着衣泳というものを取り入れておけば、

これは大人になってもその経験というのが生きてきて、事故に遭う確率というのは減ってくるんで

はないかなと。 

今ほどもご答弁にもありましたように、指導員による着衣泳指導というのが、ある程度この地域

でもできる体制にもあるんではないかなと思われますので、ぜひそういうことをあわせて実施を検

討していただきたいなというふうに思います。 

そして今ほど言われましたけど、これは長岡技術科学大学の着衣泳のこれがマニュアルというか、

こういう立派なテキストがございます。これが斉藤教授という方が中心となって着衣泳研究会、こ

れが平成１５年につくられて、そこでは指導員の養成も行っておる。当市にも、もう既に数名の方

が指導員として認定されておるということを聞いております。 

ぜひ教育委員会が、これ以上無理だということだとすれば、消防としてはこういう児童、生徒も

含めて、指導員をセットした中で進めることというのはできないんでしょうか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

吉岡消防長。〔消防長 吉岡隆行君登壇〕 

○消防長（吉岡隆行君） 

着衣水泳の指導員につきましては、当市消防本部の職員では今３名が資格を有しております。こ

れを取った経緯につきましては、日赤の水難救助の一環として、ボランティアという意味合いで取

っておりまして、現在も指導等につきましては、そのボランティア活動の一環として取り組んでお

るところでございます。あと今度、これについては公的な取り扱いとするかどうかは、今後の検討

課題かと思っています。 
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〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

平野議員。 

○７番（平野久樹君） 

先日も能生地域において水難救助訓練が行われてたということであります。ぜひ市民を対象に救

助体勢を体系的に教えてもらえるような、そして衣服を着たままで浮くこつというものが体得でき

れば、最悪のケースというのを逃れる場合があるということであります。 

特に着衣状態で溺れるのは成人が圧倒的に多いそうで、そういうことから市を挙げてこの助かる

救助法の訓練、講習というものを市民に広げてほしいわけですけども、いま一度ご意見を伺いたい

と思います。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

吉岡消防長。〔消防長 吉岡隆行君登壇〕 

○消防長（吉岡隆行君） 

市を挙げての取り組みということでございますが、今ほど申し上げましたように、まず指導員の

ところの今現状は、ボランティア活動の一環として取り組んでいるところでございます。ただ、や

はりこれだけ海、それから川に恵まれた地域の中に多くの市民が住んでいるわけでございますから、

今議員ご指摘のように、いつ何時そういう事故に遭うかわからないわけでございますから、市民の

心構えとしてやはり注意もしていただかなければならんわけでございますし、また、この指導員の

養成についても先ほど申し上げましたように、今後の検討課題にさせていただきたいと、こう思っ

ています。 

○７番（平野久樹君） 

休憩いいですか。 

○議長（五十嵐健一郎君） 

暫時休憩します。 

 

〈午前１１時５９分 休憩〉 

 

〈午後 ０時００分 開議〉 

 

○議長（五十嵐健一郎君） 

休憩を解き会議を再開いたします。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

平野議員。 

○７番（平野久樹君） 

先ほど１７年が７,６００本、１８年が５,７００本というふうに私は聞いたんですけど、実際に

はこれは１９８８年ぐらいから、この地域も含めて同時発生をしたということでありまして、新潟
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県では１９７３年ごろに１回発生をした経緯があると。 

今回１７年に、１６年度と比較をして３０倍の約７,５００の被害が発生をしたというふうな統

計が、糸魚川地域振興局の調査で出てます。１８年度が６,０００本という被害で、若干減少して

いるということなんですけども、答弁をいただいたように青海地区が前年比６倍、糸魚川地区が前

年比２倍ということで、能生の方はピークを過ぎたんですけど、糸魚川、青海、こちらの方は被害

が拡大をしていると。ことし、これはだから被害の本数はまだわかりませんけども、青海町から糸

魚川、早川のずっと谷まで上がってみると、これは糸魚川は１８年度が１８０本ぐらいなんですけ

ど、そんな数字じゃないと思われて、糸魚川の被害の拡大というのが非常に多く感じられるんです

けども、ちょっとその辺の実態というのは、どのように把握されているかお伺いしたいのですが。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

早水農林水産課長。〔農林水産課長 早水 隆君登壇〕 

○農林水産課長（早水 隆君） 

お答えいたします。 

糸魚川市においては、調査するようになったのは平成１６年が最初でございまして、その段階で

は２５９本、約２６０本でございました。その後、先ほど市長が申し上げましたように平成１７年、

約７,６００本、平成１８年については５,７００本ということでございます。それから糸魚川につ

いても、これから当然ふえてくるわけでございますので、毎年１０月の頭に県の方で全体を把握し

たいということで、調査を完了させるようにしております。資料を１０月の頭に提出をしなきゃな

らんわけでございますので、当市については糸魚川農林振興部と森林組合が協働し合って、先週と

今週にかけて、全市内の調査をしている状況でございます。そういう中で、当然早川の方も結構多

くございますので、結果を見たいというふうに思っております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

平野議員。 

○７番（平野久樹君） 

１０月に調査をすると、もう終わっているんですよね。もう今既に被害が出ているわけですから、

これは５月とか６月の時点で被害調査をすべきだと思うんですが、いかがでしょうか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

早水農林水産課長。〔農林水産課長 早水 隆君登壇〕 

○農林水産課長（早水 隆君） 

お答えします。 

この調査というのは、あくまでもどれだけ枯れたか、被害を受けたかの調査であって、予防のた

めの調査でございませんので、予防については前年度やった資料に基づいて、じゃあ来年はどうな

るかということを考えながら、次の年にはまた予防対策があれば対応していくわけでございます。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 
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平野議員。 

○７番（平野久樹君） 

特にこのミズナラと言うんですか、これはコナラと２種類がやられるというんですけど、これは

ドングリがよくなるんですよね。コナラが枯れると、ドングリが山にはなくなると。そうなるとク

マの出没というのが影響として考えられるんですけども、その辺はことしの対応として、どのよう

に考えておられます。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

早水農林水産課長。〔農林水産課長 早水 隆君登壇〕 

○農林水産課長（早水 隆君） 

お答えします。 

その前に、昭和３０年代までナラだとか、そういったものについては炭焼きと言いますか、そう

いったもので使ってきたわけでございまして、炭焼きするのには当然、小さい木は切らなくて、成

長した成木を切るわけですね。そういったものが、今、燃料革命と言いますか、木から油にかわっ

たことによって、炭焼きというのがほとんどなくなってきたわけです。そのために、その当時は当

然その成木というのは、ナガキクイだとかそういったものにやられる前に、炭焼きとして使ってい

たわけでございますが、それがそのまま放置されて今現在それがナガキクイにやられるということ

で、本当に育ちがまだ低いと言いますか、育ってない木についてはナガキクイが入りません。大き

な木になって成木したものがかかるということで、そういう状態になっておるもんですから、そう

いうことでなかなか全部が全部、そういった対応はできないかと思いますけども。 

いずれにしても先ほど言いましたように、公園の中で子供たちが、あるいは親御さんたちがたく

さんいられるとこについては、危険のないようにということで、試験的に今回は美山で注入する、

そういった作業をさせてもらっておりますし、そうでないところについては枯れたまま、危なくな

らないうちに伐採処理をしていくという方向で、対応しとるわけでございます。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

渡辺建設産業部長。 〔建設産業部長 渡辺和夫君登壇〕 

○建設産業部長（渡辺和夫君） 

クマ等のえさとの因果関係もあったかと思いますけれども、十分にクマのえさとなっているとい

うふうに聞いておりますので、そういったものがクマが近くに出てくる影響に、関与しているもの

というふうに私は思っています。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

平野議員。 

○７番（平野久樹君） 

影響に関与してるというんではなくて、その対策まで含めてお答えしていただきたいんですけど

も。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 
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○議長（五十嵐健一郎君） 

渡辺建設産業部長。 〔建設産業部長 渡辺和夫君登壇〕 

○建設産業部長（渡辺和夫君） 

木の枯れる対策、あるいはクマの出没に対する対策ということでございますけれども、ドングリ

がなくなるということで、出てくるということでございますけれども、農作物はクマばかりではな

くて、前回の議会で髙澤議員等の質問にもありましたけれども、農家の皆さんの野菜の取り残しだ

とか、あるいはいろんな防衛策というのが、今考えられるところでございますけれども、なかなか

慣れというものがありまして、一時の対応からすぐに馴至するということから、なかなか対応策は

ないと。万全なる対応を取れば取るほど、費用がかかっているというのが実態で、その辺の費用対

効果的な話、あるいはクマを捕獲してまた山に放すというようなことも、時間と経費をかければで

きるんですけれども、その辺の調整というのが、どの辺で取ったらいいのかというようなことも、

また出てくるかと思います。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

金平市民課長。〔市民課長 金平美鈴君登壇〕 

○市民課長（金平美鈴君） 

クマに対する対応でございますが、現在のところ目撃情報というのは、平成１８年度と比べまし

て同じぐらいの状況でございます。要するにドングリがなくなれば、クマも非常に困ると思うんで

す。心配しております、私も。ただ、事後対策ということになろうかと思うんですけども、目撃情

報を把握しながら、看板とかそういうものを設置していく仕事をしていきたいと思っております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

平野議員。 

○７番（平野久樹君） 

ちょっと時間がなくなりましたので、最後にカシナガで先ほど炭焼きというのがなくなってきた

ということで、使用目的が少なくなったというんですけども、被害に遭ったミズナラの木で活路を

見い出したという大きな記事が出ておりました。 

これは富山県の林業試験場の研究で、シイタケ栽培に非常に効果があると。被害を受けてない木

と被害を受けた木と同じように栽培をしたら、被害を受けた方の木を使った方が、１.５倍の収穫

があったということなんですね。これはその理由も確認されてます。ですから被害木を伐採した後

の有効的な活用に、非常に効果があるというような記事がありました。ぜひ、ぬながわ森林組合と

かと連携をとっていただいて、大切な林野を守っていただきたいと思います。当市の場合は林野率

８６.６％ということで、県よりも大幅に超えてます。早期に対策をとって、守っていただきたい

と思います。 

以上で、一般質問を終わります。 

○議長（五十嵐健一郎君） 

以上で、平野議員の質問が終わりました。 

関連質問なしと認めます。 
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１３時まで暫時休憩します。 

〈午後０時１０分 休憩〉 

 

〈午後１時００分 開議〉 

 

○議長（五十嵐健一郎君） 

休憩を解き会議を再開いたします。 

次に、田原 実議員。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

田原議員。 〔８番 田原 実君登壇〕 

○８番（田原 実君） 

糸魚川２１クラブの田原 実です。 

今回は「行政の責任」をキーワードに、地域医療体制の現状とこれから、防災避難施設などの耐

震化、新幹線糸魚川駅周辺整備、根知地区の地域振興の４項目について伺ってまいります。 

では、発言通告書に基づき質問いたします。 

質問１、地域医療体制の現状とこれから。 

糸魚川地域医療のその後の医療体制再生に向けて、医師会、糸魚川総合病院、市長、行政の努力

は続いていますが、一日も早く市民が安心できる地域医療体制が構築されるよう取り組んでいただ

きたい。 

そこで以下の点を伺います。 

(1) 姫川病院閉鎖から３カ月を経過した現在、その地域医療体制への影響について。 

(2) その後の循環器系の救急医療への対応について。 

(3) 市長の地域医療ビジョンと市民への周知、市民の理解と協力について。 

(4) 厳しい財政状況下における医療体制再生のために、建設が延期される（仮称）健康づくり

センターの建設時期の見通しについて。また、健康づくりセンターを核とし、各地域で取り

組まれるはずであった健康増進事業へのフォローについて。 

質問２、急がれる防災避難施設などの耐震化。 

さきの新潟県中越沖地震は、私たち糸魚川市民にとって身近な災害として、再び警鐘を鳴らして

くれるものでした。特に、家屋が密集する市街地における被害の様子を、そのまま糸魚川に置きか

えたときの恐ろしさは、言葉ではあらわせません。防災への取り組みについて伺います。 

(1) 新潟県中越沖地震を教訓とする防災避難施設の耐震化推進について。 

(2) 進まない防災避難施設の耐震化と住民不安の解消について。 

(3) 筒石地区に代表される特色ある海岸沿いの木造民家の耐震改修について。 

質問３、新幹線糸魚川駅周辺整備における行政の責任。 

北陸新幹線の走る姿がイメージできるようになってきました。それに反し駅周辺整備、特に北口

がどうなるのかは、イメージできないという市民からの声が大きくなっています。事業のマネージ

ャーであり、コーディネーターである行政の手腕が問われているわけですが、新幹線糸魚川駅周辺
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整備計画の進捗と、市民理解などについて伺います。 

(1) 新幹線糸魚川駅周辺整備計画の進捗状況と市民理解について。 

(2) 駅北口ロータリーおよび糸魚川タウンセンター施設周辺整備計画案の市長判断の時期につ

いて。 

(3) 先日示されたＪＲ構内の赤レンガ機関庫保存活用最新案の費用対効果について。また、赤

レンガ機関庫を、旧国鉄の近代化を物語る文化財としてとらえた場合の教育的価値と、図面、

材料、写真、模型による保存活用方法について。 

質問４、おててこ舞と塩の道、根知地区の振興と糸魚川市全体の広がりについて。 

社団法人全国農協観光協会が主催する今年度の民俗芸能と農村生活を考える会で披露されること

が決定した根知山寺の延年、おててこ舞、全国の伝統芸能の中から１団体のみ招待され、来年２月

に大阪、翌３月東京で公演するチャンスを、根知地区と糸魚川市全体の振興にどう生かすか伺いま

す。 

(1) おててこ舞の大都市での公演決定の経過と今後の多面的な活用方法について。 

(2) 選択と集中で根知地区に資本投下された歩荷茶屋整備と塩の道整備、その活用方法につい

て。 

(3) 根知地区から糸魚川市全体に広がる効果として期待できるものは、具体的に何か。 

以上、１回目の質問です。よろしくお願いいたします。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

米田市長。 〔市長 米田 徹君登壇〕 

○市長（米田 徹君） 

田原議員のご質問にお答えいたします。 

１番目の地域医療体制の１点目及び２点目、地域医療体制への影響と循環器系の救急医療への対

応につきましては、本定例会初日の行政報告で申し上げたとおり、循環器医療の確保を地域の緊急

課題としてとらえ、その解決に取り組んでいるところであります。 

３点目の地域医療ビジョンと市民への周知等につきましては、地域医療の将来のあり方について

検討を行っております。 

地域医療体制整備推進会議の方向を踏まえ市としての方針を定め、市民の理解と協力を得られる

よう努めてまいります。 

４点目の健康づくりセンターの建設時期の見通しにつきましては、先ほどの伊藤議員のご質問に

お答えしたとおりであります。また、健康増進事業につきましては、今年度からモデル事業として

地域運動教室に取り組んでおり、今後、各地域に拡大を図ってまいります。 

２番目の防災避難施設の耐震化についての１点目及び２点目につきましては、中越地震を教訓と

して耐震化を進めなければならないと強く感じております。特に避難所につきましては、これまで

も必要な耐震改修を行ってきており、今後も引き続き耐震化を進めてまいります。 

３点目の木造民家の耐震改修につきましては、平成１８年度から木造住宅の耐震診断に要する費

用の補助を実施しており、現在５２戸が診断及び診断予定となっております。しかし、診断申し込

みが計画を下回っておりますことからさらにＰＲに努め、住宅の耐震化の重要性を呼びかけてまい
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ります。 

３番目の１点目、新幹線糸魚川駅周辺整備の主な計画につきましては、北口駅前広場、南北自由

通路、在来線駅舎、南口駅前広場、駅南線及びパーク＆ライド駐車場等の新設拡充を予定している

ところであります。 

進捗状況でありますが、１つ目として、駅南線については今月から一部着手し、当面は新幹線の

工事用道路として使用する予定にいたしております。 

２つ目として、南口駅前広場及び自由通路については、新幹線工事の進捗に合わせて順次整備し

ていく予定であります。 

３つ目として、駐車場については、南口駅前広場の隣接地に立体式で整備することといたしまし

て、都市計画決定に向けて現在作業中であります。 

４つ目として、北口駅前広場及び在来線新駅の整備方針については、昨年度より検討してまいり

ましたが、早い時期に市としての整備方針を決定した後、基本設計を行い、ＪＲ西日本等の協議を

進めてまいりたいと考えております。 

また、駅周辺整備計画への市民理解でありますが、方針が定まり次第、市民の皆様にご理解いた

だけるよう周知して努めてまいります。 

２点目の北口駅前広場整備計画の判断時期につきましては、昨年度来、複数の案を提示して、い

ろいろな角度からご意見をいただいてるところですが、それらを整理し、できるだけ早い時期に方

向を出したいと考えております。 

３点目の赤レンガ車庫の対応につきましては、レンガ車庫の活用方法について調査いたしました

が、その結果によりますと約４億６,０００万円と想定していた以上の事業費であり、費用対効果

の面から見ますと大変厳しいものと考えております。 

また、後段については、この赤レンガ車庫は当地における鉄道遺産として象徴的な施設であると

思いますので、ご質問のような記録保存については、保存活用研究会の皆様とも相談しながら検討

してまいりたいと考えております。 

４番目の１点目、根知山寺の延年の公演決定に至ったきっかけにつきましては、昨年、農協観光

協会が聖学院の農村体験の取材の折に、当市の幾つかの民俗芸能を紹介したところ強く興味を持た

れ、その後、協会の選考会において、数ある候補の中から選定されたものとお聞きいたしておりま

す。 

また、根知山寺延年をはじめとする当市の伝統芸能については、今後とも各保存団体などの協力

を得ながら周知と公開に努め、その保存を図り、当市の魅力を発信するよう努めてまいります。 

２点目の歩荷茶屋につきましては、地域経営のモデルを育成することを目的に、県の採択を受け

て整備された施設であり、地元が主体となって地域経済活性化を行い、周辺の観光資源とあわせて

地域活性化の相乗効果を期待いたしております。 

３点目の事業の効果につきましては、地元住民で組織された団体が継続的な収益事業を営むこと

で生きがいを感じ、やる気を起こしていただけること。また、今後の自主的、主体的なまちづくり

を進めていく上で、地域活性化の大きなモデルとして、市内全域に影響を与えることを期待いたし

ております。 

以上、ご質問にお答えいたしましたが、再度のご質問によりましては、所管の部・課長からの答
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弁もありますので、よろしくお願いいたします。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

田原議員。 

○８番（田原 実君） 

では、おててこ舞と塩の道、根知地区の振興について、再度の質問をいたします。 

市の文化行政において、これまでおててこ舞に関する調査、記録、資料編さんは、しっかりとし

た取り組みがありました。そこで、これからはおててこ舞を、糸魚川の学習観光にもっと生かして

いくべきではないかと思います。行政が直接的、間接的に取り組んでいることがあれば伺いたいの

ですが、いかがですか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

田鹿商工観光課長。〔商工観光課長 田鹿茂樹君登壇〕 

○商工観光課長（田鹿茂樹君） 

お答え申し上げます。 

商工観光課の立場から、地域に根づいております伝統文化を、観光誘客の資源として今までも情

報発信をしているわけでありますけれども、今後もまた機会をとらえながら、今まで以上に観光誘

客につながるような情報発信をしていきたいというふうに考えておりますし、これがまた観光誘客

の増加につながることを期待いたしております。 

以上でございます。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

田原議員。 

○８番（田原 実君） 

８月３１日はあいにくの雨模様でしたけども、私も夜９時を大分過ぎまして、おててこ舞、宵官

へ参りました。糸魚川地域振興局や市職員の皆さんと境内でお会いをいたしました。 

私は過去の一般質問において、糸魚川市特有の祭りを生かしたまちづくりを提言しているんです

が、その折に市長は、まず市内の皆さんから交流してほしい。そこから新しい市の一体感をつくる

取り組みを考えたいと答弁されています。ことしのおててこ舞の機会において、市民への周知や交

流促進などどのような取り組みをしたか、何かあれば教えてください。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

山岸文化振興課長。〔教育委員会文化振興課長 山岸欽也君登壇〕 

○教育委員会文化振興課長（山岸欽也君） 

お答えします。 

ご質問のような取り組みにつきましては、２件把握しておりまして、１つはまちづくりサポータ

ーズが主催いたしました、ふるさと歳時記、ふるさととかるた探訪フォローアップ事業によります

根知山寺延年宵宮、塩の道温泉経由で２５名の方が参加されております。 
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いま１つは奴奈川楽苑が、「塩の道と山寺の延年」と題しまして、１泊２日で１２名の参加によ

り開催されております。 

以上でございます。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

田原議員。 

○８番（田原 実君） 

当日、境内である方から私に、おててこ舞についての質問がありましたが、私は答えられません

でした。以前に提言したように、祭りを解説するパンフレットなりがあればと改めて思います。 

文化振興課長、政教分離に違反しない形で、おててこ舞の簡単なパンフレットをつくるわけには

いきませんでしょうか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

山岸文化振興課長。〔教育委員会文化振興課長 山岸欽也君登壇〕 

○教育委員会文化振興課長（山岸欽也君） 

お答えします。 

市内の主だった祭りのガイドブックやパンフレットでありますが、現在、糸魚川市観光協会が発

行しております「姫の国 奴奈川の里観光ガイドブック」があります。この中には、重要文化財に

指定されている舞楽や祭りなど、市内の主な祭りなどが簡単に紹介されておりますので、市として

新たなガイドブックなどを作成する考えは、今のところございます。 

なおことし、おててこ会館に日吉神社、根知山寺延年のリーフレット２００部を用意いたしまし

て、お客様の対応を行ったところであります。 

以上です。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

田原議員。 

○８番（田原 実君） 

そのリーフレットがあれば私もお答えできたんでしょうけど、そのリーフレットがどこにあるか

わからなかったということでございまして、国指定のいい祭りでございます。このリーフレットを

皆さんの目にとまるようなところに、早く置いていただければなと期待するところでございます。

よろしくお願いいたします。 

今パンフレットの話なんですけども、誘客や地域振興の観点で言えば、おててこ舞、塩の道、根

知地区を紹介する簡単なパンフレットを、大阪、東京の公演のために準備する必要があるのではな

いかと思います。全国からの誘客を目指す翠の交流都市 糸魚川としては、そこまでやって行政の

責任が果たせるのではないかと思うのですが、このあたりはいかがですか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

早水農林水産課長。〔農林水産課長 早水 隆君登壇〕 
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○農林水産課長（早水 隆君） 

お答えいたします。 

今議員さんが言われるとおり、農協観光主催でございまして、来年の２月に大阪会場、それから

３月に東京会場で行われることでございますけども、これについては農業観光のふるさとクラブと

いうのがありまして、その会員が１万２,０００人もおられるそうです。その方については会報誌

とともにチラシを配布させていただいて、対応していきたいというように考えておりますし、市と

しても東京でやる場合については関東糸魚川会、あるいは大阪でやる場合には関西糸魚川会とある

わけでございますので、その方にもチラシを配布したい。それから農村体験学習等でお世話になっ

ております聖学院中学についても、チラシを配布させてもらいたいというふうに思ってます。その

内容については、宣伝用紹介チラシとしてＡ４のカラー版でございますけれども、両面の印刷ずり

で用意をさせてもらう予定にしております。 

それから、各会場に来られた方については、Ａ４版のカラー版で立派なものでございますけれど

も、１４ページにわたるパンフレットを作成する予定でございます。それは今までの各会場でやら

れたものと同じように、非常に豪華なパンフレットでございます。紙面についての大部分が糸魚川

を紹介してもらったり、あるいは民俗芸能の紹介が主なものになっていますので、この内容につい

ては農協観光でやるんじゃなくて糸魚川市にお任せしますよと、構成ですね。そういうことで農林

水産課なり、ほかのいろんな課と協力しながら、糸魚川市をいかにしてアピールするか、そんなパ

ンフレットをつくっていきたいというふうに考えております。 

また、公演は第２部目にあるんですが、第１部目についてはスライドで糸魚川を紹介すると。こ

れも３０分ほど紹介する時間を設けてございますので、いずれにしても、そういった伝統文化の紹

介とともに、当市からの情報発信のよい機会として、その紙面を活用するように考えていきたいと

いうように考えております。 

ちなみにこの費用といいますか、そういったものについては、すべて農協観光で負担していただ

くというので非常に助かっております。当然、舞とかそういったものに参加される方、親御さんは

当然おられるわけでございますけれども、その方々の送迎についての大型バスだとか、あるいはそ

ういった道具だとか、そういった運搬についても、すべて農協観光で対応してくれるということで、

非常にありがたい事業だということで喜んでおるわけでございます。 

以上です。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

田原議員。 

○８番（田原 実君） 

これまでの聖学院さん等々への細かな対応が、こういう形で花開いたということでお祝いを申し

上げますとともに、このチャンスを生かすように、しっかり取り組んでいただきたいとお願いいた

します。 

では、おててこ舞をもうちょっとお話しますが、糸魚川市のホームページでおててこ舞を調べる

には、トップページから観光のページに入って、その中の「見る」、そして次に「お祭り」、そし

て「おててこ舞」の紹介があります。 
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もう１つの経路としましては、トップページからリンク先というページに入って、その中の「リ

ンク先」「その他」の中の「根知恵の会」のページに入ると、「おててこ舞」の紹介があります。

この根知恵の会のページ、それとここにあります高倉や徳合のページなど、コミュニティのページ

は地域を知る貴重な情報ですが、市のホームページにおいて、もっと目に触れやすくする工夫がほ

しい。 

そこで、糸魚川市のホームページに対して提言したいことがあります。トップページのジャンル

に、「コミュニティ」という項目を追加し、そこからすぐに根知や高倉や徳合の各地区コミュニテ

ィのページに入れるようにしたい。また、塩の道のページと、おててこ舞のページと、根知恵の会

のページなど、関係性を持つもの同士にリンクを張って、コミュニティと祭りやイベントとのつな

がりを強調し、コミュニティの持つ魅力が重奏し、理解されるような工夫もほしいところです。 

米田市長がコミュニティをまちづくりの大きな柱とし、また、あらゆるつながりづくりを重視し

ているのですから、市のホームページのリンクについてもこういう工夫が必要なのではないかと思

いますが、いかがでしょうか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

織田企画財政課長。〔総務企画部次長企画財政課長 織田義夫君登壇〕 

○総務企画部次長企画財政課長（織田義夫君） 

お答えを申し上げます。 

市のホームページの関係ですけども、今トップケージにつきましても改修作業をしてるんですけ

ども、いろんな方からトップページにいろんな要請があります。今、コミュニティをトップページ

にどうかということでご提言ですから、今の改修作業の中で検討させてもらいたいと思います。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

田原議員。 

○８番（田原 実君） 

よろしくお願いします。 

インターネットでの情報発信につきましては、昨年６月の一般質問において、私は地域の伝統芸

能、祭りの映像記録とインターネット配信事業を取り上げましたが、その後のこの取り組みはいか

がでしょうか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

山岸文化振興課長。〔教育委員会文化振興課長 山岸欽也君登壇〕 

○教育委員会文化振興課長（山岸欽也君） 

お答えします。 

地域文化資産の配信事業につきましては、能生白山神社の舞楽に続いて、青海の竹のからかい、

天津神社舞楽の２点が新たに配信されておりますことは、議員もご承知のことと思います。根知山

寺の延年の配信につきましても、引き続き配信されるよう要望してまいりたいと、このように考え

ております。 
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〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

田原議員。 

○８番（田原 実君） 

担当課のおかげで、当地の国指定文化財の４カ所の祭りのうち３つ、糸魚川の舞楽、それから青

海の竹のからかいが、財団法人地域創造の地域文化資産ポータルにて、動画で見ることができるよ

うになりました。その取り組みに感謝申し上げます。ありがとうございました。ただ、同じ国指定

で、おててこ舞だけがまだというのはやっぱり寂しい。これもできるだけ早く配信できればなと思

いますので、よろしくお願いいたします。 

それから、また１つ提言になるんでございますが、今回、根知地区の振興についてお話をしてお

りますけども、市独自でも、おててこ舞と塩の道や根知地区を、まとめて紹介する動画の配信があ

ってもいいのではないかと思います。今のタイミングであれば、県の協力も仰ぎやすい事業なので

はないかと考えます。コミュニティからの新しい情報発信、そして交流人口増大に向けた動画を含

む情報発信ということで、モデル事業になるのではないかと思いますが、そのあたりはいかがです

か。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

田村総務課長。〔総務課長 田村邦夫君登壇〕 

○総務課長（田村邦夫君） 

お答えいたします。 

いわゆる自立した地域経営モデル事業ということで根知地区が採択されまして、立派なものがで

きたわけであります。この事業そのものはもう今年度で、一応根知地区につきまして終了いたして

おりますので、新たにそれをまた織り込むということは、ちょっと無理なところがあるだろうと思

っております。 

今後、この事業主体といいますか、主体的な役割をいたしております地元のプロジェクトＺ行動

委員会というのがあるわけでありますけども、そこのこれからの活躍、またそういう例えば情報発

信機能の中の１つとして、そういったものが今後検討されるよう、また我々としても応援していき

たいと思っておりますし、そういう形で進めていきたいと思っております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

田原議員。 

○８番（田原 実君） 

おててこ舞の奉納に続く盆踊りでいいんでしょうか、いわゆるヨウホイと、それに続く甚句と、

これを根知の観光資源として生かしてほしいという市民の声があります。私は昔のヨウホイは知り

ませんが、市長は地元でよくご存じでしょうか。夜も１１時を過ぎてから、待ちかねたとばかりに

笑顔で踊りだす老若男女の姿を拝見いたしますと、盆踊りがかつてホットなコミュニケーションの

場であったように、ヨウホイを塩の道の市民交流の場として、昔の活気を復活させられないものか

と確かに思います。市長、このあたりはいかがでしょう。 



 

－ 154 － 

＋ 

＋ 

＋ 

＋ 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

米田市長。 〔市長 米田 徹君登壇〕 

○市長（米田 徹君） 

お答えいたします。 

確かにこれは盆踊りとして、昔から伝わってきた伝統芸能でありましょうか、そういった地域に

根づいた芸能であるわけでありますが、しかし、これについてちょうど時期も重なるところから、

なかなか難しい部分があるのではないか。地元の皆様方は非常に熱心に取り組んでおるんですが、

年々少し少なくなって、非常に寂しくなっとるわけでありまして、それに対する活性化に向けては

保存会もつくって長年にわたってきとるんですが、非常に厳しい状況であることも承知しとるわけ

であります。 

それに対して、どのような観光としての価値なり位置が見出せるかというのは、非常に難しいと

ころだろうと思うわけでございまして、これは根知のみならず、市内全域にそういったのがあるわ

けでありますので、なかなか１カ所に集めてというのは難しいなと思うわけでございます。 

市内全域でいろんな面で交流しながら、それを高めていくことが大事かなととらえているわけで

ありまして、１カ所に集中して１つのポイントを観光地にするというのは、ちょっと私は難しいか

なと思っております。この市内と言いましょうか、私が根知地域の中を見ても、盆踊りというのは

よそへ行くんじゃなくて、自分のところで踊りたいという、また高齢者の方々もおられることを考

えますと、そのようなことを少し考えておるわけでございます。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

田原議員。 

○８番（田原 実君） 

誤解のないように話しますと、根知に１カ所に集めましょうということではない。各地区でやっ

てますが、あちらこちらの盆踊りを見ましても、根知のヨウホイはやっぱりすばらしいなと思うん

ですよ。もっと自信を持って皆さんに紹介したいと、こんな思いから今の話をしました。 

さて、再生、復活ということでは、集落における農業の再生、それから農村の環境整備もまた必

要なのですが、例えば山寺や、その上の集落の棚田、これも再生し、生かしていきたい根知地区の

地域資源に思えるのですが、農業再生、里山再生、そのあたりの取り組みはいかがですか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

早水農林水産課長。〔農林水産課長 早水 隆君登壇〕 

○農林水産課長（早水 隆君） 

お答えいたします。 

地域の再生ということで、先ほど民俗芸能の問題も出ておるわけでございますが、それも地域が

活性化して元気を出さないとどうにもならんわけでございますので、そういった意味からも少しで

も農業が振興するようにということで、以前、下根知地区で区画整理と言いますか、ほ場整備を完

成しておるわけでございますけども、上根知地区について今回、何とか今の状況じゃとても大きな
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機械が入れない、あるいは老齢化している、あるいは後継者がいないということで、もう少し農業

をやりやすいような形、効率のいい条件づくり、基盤整備をしていかなきゃならんということから、

今考えているのは来年、再来年の２カ年かけて調査をかけ、その後、５、６年かかりますけれども、

ほ場整備の関係を主にやっていきたいなというふうに思っております。 

地域については、ほ場整備は山寺地区で４.３ヘクタール、それから別所地区で６.７ヘクタール

ということで、合わせまして１１町歩の区画整理と言いますか、ほ場整備を完成したい。あるいは

今できておる、既にほ場整備が終わってる場所についても、なかなか沼地で水はけが悪くて、農作

業に非常に困っている場所もあるわけでございますので、そこらの改良的なものもしていきたいな

というように考えています。 

いずれにしても農業がしやすい形の中での基盤整備をしていって、少しでも皆さんから後継者を

育てて、農業ができるような状況の整備をしていきたいなというふうに考えております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

田原議員。 

○８番（田原 実君） 

おててこ舞や塩の道、それから根知地区を糸魚川全域のために生かすといっても、根知地区コミ

ュニティ、それから根知地区公民館など、地元が努力するだけでは対応できない少子・高齢化、産

業構造の変化などの課題が山積していると思います。ほかにどんな課題があると認識されています

か。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

栗林副市長。 〔副市長 栗林雅博君登壇〕 

○副市長（栗林雅博君） 

根知地区の課題ということでございますけれども、それぞれまた地域と言いますか、それぞれの

産業分野の課題もありましょうし、また農業の分野、あるいはまた地域の少子・高齢化の分野、医

療の問題の分野と、いろいろな課題がありますので、一口でそのほかにどれがあるかということに

ついては、申し上げられないと思いますけれども、具体的な個々の問題については、それぞれの担

当課長が課題を持っておりますので、具体的にご質問いただければ、担当課の方でその分野ごとに

お答えできるかというように思っております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

田原議員。 

○８番（田原 実君） 

分野ごとの質問は、時間の関係でちょっと控えさせていただきますけども、根知地区は自然、文

化、歴史、リゾート、それから宿泊施設、温泉、食材、酒蔵、その他多くの地域資源がそろってい

るのに、観光や集客において潜在する魅力がそのまま出せずにとどまっている状況で、これを何と

かしたいと。 

それは言うなれば糸魚川市の縮図と言えるかもしれません。であるならば根知地区に対して糸魚
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川市が選択と集中の中で総力を挙げ、成功事例をつくることができれば、市内各所の地域振興の可

能性にもつながるとも言える。しかし、人がなくなる、金がなくなる、これ以上ゆっくりはしてい

られない。どうしたらいいのかということなんでございますけれども、そこらあたりご見解はいか

がですか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

渡辺建設産業部長。 〔建設産業部長 渡辺和夫君登壇〕 

○建設産業部長（渡辺和夫君） 

今ほど議員さんから出された質問につきましては、どこの地区でも同じようなことでとらえられ

るのではないかなというふうに思っております。高齢化、少子化、それから過疎化というようなこ

とで、規模が非常に小さいところへもってきて、そういう厳しい自然の中での対応ということにな

ります。 

いかに振興して全国発信をしていくかということで、成功事例もあるわけですけれども、都市部

の方々でおいでになられる方々は、かえって今のまんまがいいというようなまた側面もあるんです

けれども、住んでおられる方は決して今のままではいいというふうにとらえられるわけではござい

ませんので、その辺をどう調整を図っていくかということが、ずっと過去から、今後も検討されて

いく一番大きな課題ではないかなというふうに思っております。 

個々具体的なものについては、またいろんな形でやりとりをさせていただけたら大変ありがたい

なというふうに思っております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

田原議員。 

○８番（田原 実君） 

今なすべきことは、全国から注目されるチャンスを得たおててこ舞と塩の道のある根知地区に対

して、根知地区の人口を分母とした行政支援ではなく、糸魚川市の人口プラス交流人口を分母とし

たスケールの大きな、またレベルの高い行政支援を効果的に集中し成功事例をつくると。これも行

政の責任であると私は思います。 

最後に、市長の見解をお聞かせください。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

米田市長。 〔市長 米田 徹君登壇〕 

○市長（米田 徹君） 

お答えいたします。 

何度も言いますが、行政が今までいろいろと事業に取り組んでまいりました。すべて今議員がご

指摘したような目的でやってきたわけでございますが、なかなかやはり地域活性化や人口増という

形にはなってない。それにはやはり住民と一体となって進めることが大事という形の中で、今、非

常に地元住民がやる気を出してきておる地域だということの中で進めさせていただいております。 

その旨を各市内全域に波及していけば、私は非常にこれはいいモデルになるんではないかなと思
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っておる次第でございますし、今そういった形では、いろんなところでそういった声が、少しずつ

芽生えつつあるのではないかなと考えておるわけでございまして、これが全域に発展するよう、私

たちとしましても望むところございます。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

田原議員。 

○８番（田原 実君） 

では、新幹線糸魚川駅周辺整備についての再質問に移ります。 

今現在、新幹線糸魚川駅周辺整備について、行政が協議し、意見を求めている組織や団体の数と

いうのは、いくつぐらいあるんでしょうか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

岡田新幹線推進課長。〔新幹線推進課長 岡田正雄君登壇〕 

○新幹線推進課長（岡田正雄君） 

お答えします。 

昨年来、我々といたしまして協議等々を進めている関係団体といたしましては、糸魚川商工会議

所はじめ糸魚川地域の整備促進まちづくり協議会等々でございまして、現在、対象団体が１６で行

っております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

田原議員。 

○８番（田原 実君） 

では、そのうち行政が示した整備計画に対して見解を示している組織や団体があれば、その内容

について、また、その意見調整の状況はいかがか、概略でいいので教えてください。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

岡田新幹線推進課長。〔新幹線推進課長 岡田正雄君登壇〕 

○新幹線推進課長（岡田正雄君） 

お答えします。 

現在、我々が提示してある案に対して明確に意思表示と言いますか、それをされたのは経済界の

関係の方でございます。その他についてはいろんな意見があるということで、意見を集約するので

なく、皆さんの意見交換という場でもって設定した関係上、そうなってございます。 

以上です。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

田原議員。 

○８番（田原 実君） 

経済界の関係の方という非常に曖昧な言い方だったんですけど、私は組織や団体とお尋ねしてい
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ますけど、いかがですか。それから意見調整の状況、もう１回お聞かせください。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

岡田新幹線推進課長。〔新幹線推進課長 岡田正雄君登壇〕 

○新幹線推進課長（岡田正雄君） 

お答えします。 

糸魚川商工会議所、それから経済連です。 

意見調整については、現在進めているところでございます。 

以上です。 

どうも失礼しました。糸魚川経済連地域活性化研究会でございます。 

○議長（五十嵐健一郎君） 

暫時休憩します。 

〈午後１時３９分 休憩〉 

 

〈午後１時４０分 開議〉 

 

○議長（五十嵐健一郎君） 

休憩を解き会議を再開いたします。 

○新幹線推進課長（岡田正雄君） 

大変失礼しました。 

経済団体連合会です。 

以上です。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

田原議員。 

○８番（田原 実君） 

手元の資料では糸魚川経済団体連絡協議会、それとそこと連名で地域活性化研究会というような

ことで、それぞれが私たちはこういう案でいきたいと、Ａ、Ｂという案の中で明確に言われている

と思うんです。そういうものに対して、市はどういう意見調整をしてるかということを私は伺った

んですけども、もう１回お願いいたします。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

渡辺建設産業部長。 〔建設産業部長 渡辺和夫君登壇〕 

○建設産業部長（渡辺和夫君） 

駅前の整備につきましては、いろんなファクターがあるわけでございますけれども、それらを束

ねて市の方では何案かつくって、それぞれ今お話のところへ広める形で提案をしている状況であり

ます。その案に基づいて各団体でいろんな独自な、我々ならこういうことでというような、ほとん

ど要望を含めたような提案という形で市の方へ参っておりますけれども、そういうものの今調整を



－ 159 － 

＋ 

しておるというような段階であります。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

田原議員。 

○８番（田原 実君） 

ことしの２月２２日、港湾交通対策特別委員会において駅北口整備、Ａ案、Ｂ案、Ｃ案と示され、

その中でヒスイ王国館建てかえを現在の位置で行うＢ案の事業費において、建てかえに伴う営業補

償費が不明確で、全体費用の正しい比較検討ができなくなってしまったと記憶しております。 

一方、同日配付の糸魚川経済団体連絡協議会の市長あての提言ではＢ案としており、地域活性化

研究会による新幹線糸魚川駅北口整備構想への対応についてにおいても、Ｂ案を市の負担が最も少

なく、将来を展望した最適なプランと評価しています。この時点で、経済団体連絡協議会と地域活

性化研究会に対して、行政の見解をどう示したのかをお聞かせください。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

渡辺建設産業部長。 〔建設産業部長 渡辺和夫君登壇〕 

○建設産業部長（渡辺和夫君） 

行政としては、そのＡ案、Ｂ案、Ｃ案、検討してもらう形で提案をしとるんですけども、これに

決定をしたと、こうしていきたいというものは、説明の段階では多少ニュアンス的に申し上げてい

る部分もあるかもしれませんけれども、今のところはまだどの案で市としていくというところには、

至っていないという状況の話し合いであります。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

田原議員。 

○８番（田原 実君） 

今の状況じゃなくて、その２月の状況をお尋ねしたんですけど、その３カ月後、５月３０日、糸

魚川市糸魚川地域新幹線整備促進まちづくり協議会総会では、糸魚川駅周辺整備事業についてＢ案、

Ｃ案に絞って検討しているが、決定時期はできるだけ早期にということでお願いしたいという答弁

でしたが、それでよかったでしょうか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

渡辺建設産業部長。 〔建設産業部長 渡辺和夫君登壇〕 

○建設産業部長（渡辺和夫君） 

そのとおりでございます。そういう状況であります。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

田原議員。 

○８番（田原 実君） 

その後、７月１７日の港湾交通対策特別委員会提出資料に、Ｂ案、Ｃ案の新しい概算事業費と財
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源が示され、さらにコストダウンを検討したＣ´案を示されました。 

その１カ月後、８月１７日の地域新幹線整備促進まちづくり協議会において、同じ案が示されま

した。このとき協議会開催に先立ち、事務局の怠慢で協議会の開催が遅くなりましたというあいさ

つが事務局からありましたが、その本意は新幹線整備促進まちづくり協議会に前もって連絡せずに、

７月１７日の港湾交通対策特別委員会でＣ´案を提示したことに対するおわびだったのでしょうか。

いかがですか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

岡田新幹線推進課長。〔新幹線推進課長 岡田正雄君登壇〕 

○新幹線推進課長（岡田正雄君） 

お答えします。 

７月１７日、前日に特別委員会に示して、その後、糸魚川地域の整備促進のまちづくり協議会に

示したのはどういうわけかというご質問でございますけれども、我々としましてはどちらが先かど

うかということを考えまして、議会の特別委員会に先にお示しした関係で、そうなった次第でござ

います。 

以上です。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

田原議員。 

○８番（田原 実君） 

８月１７日のその協議会において、Ｂ案とした場合にはその上部をホテルとし、ホテル客の飲食

店もつくることが可能であるような発言が出席者からありました。これを仮にＢ＋ホテル案としま

しょうか、行政もこのＢ＋ホテル案を腹案としながら特別委員会を開催し、Ｂ案、Ｃ案、Ｃ´案の

協議を進めたとなると、いかがなものかなというふうに後で思ったのですが、このＢ＋ホテル案が

行政の腹案としてあるのかないのか、そこを確認させてください。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

渡辺建設産業部長。 〔建設産業部長 渡辺和夫君登壇〕 

○建設産業部長（渡辺和夫君） 

その前に、新幹線対策協議会のことでございますけれども、これは１年間の活動が新幹線全般を

通しての報告事項でありまして、その開会が遅れておわびというものも含まれておるというふうに

思っておりますので、了承願いたいと思います。 

それからＢ案のホテルが付随するという話については、ご意見の中にある状況でありまして、市

としてそういうことを考えているということはありませんので、そのようにお願いします。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

田原議員。 

○８番（田原 実君） 
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最近ある市民の方から、Ｂ案が最も経済性が高く評価できるものなのに、議会サイドが協力して

くれないというニュアンスの意見を伺い、困惑いたしました。 

多くの市民が納得するぶれない方針を、市長から早く固めていただかないと、市民の間で混乱や

誤解や不信感が生ずることが危惧されます。基本案決定後も検討しなければならないことは、まだ

たくさんあります。市長の決断、市民の理解、議会の協力を仰ぐことが行政の責任と思いますが、

いかがですか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

渡辺建設産業部長。 〔建設産業部長 渡辺和夫君登壇〕 

○建設産業部長（渡辺和夫君） 

担当の方もそういうことは十分に認識しておるわけでございますけれども、決定する段階で、さ

らに市の方で提案している案を、市民の皆さんにさらに詳しい説明責任の段階もあるよという今状

況でありますので、いましばらく決定までに時間が要ると言いますか、要されるというか、もう

近々に決定するような状況になるというふうに思っております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

田原議員。 

○８番（田原 実君） 

市民の声を聞く協働のまちづくりももちろん大事でありますけども、これに関しましては早い決

断をしていただかないと逆に困るんだという、そういう声が多くなってきておりますので、きょう

お話をしているわけであります。近々なのか、そのうちなのか、まだそこら辺も決まってないよう

でございます。市長の早い決断をよろしくお願いいたします。 

では、赤レンガ機関庫を解体し、移築する活用案についてのコンセプトと事業費、市民理解の見

通しについて、再度担当課から伺いたいと思いますが、いかがですか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

岡田新幹線推進課長。〔新幹線推進課長 岡田正雄君登壇〕 

○新幹線推進課長（岡田正雄君） 

お答えします。 

先ほど市長が答弁したように、赤レンガ車庫の保存につきましてはかなり厳しいというふうに認

識しております。 

以上です。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

田原議員。 

○８番（田原 実君） 

行政の方の考えはそうだということなんです。私が聞いた中に、市民理解の見通しについて伺い

たいということも入っているんですが、そこはどうですか。 
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〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

渡辺建設産業部長。 〔建設産業部長 渡辺和夫君登壇〕 

○建設産業部長（渡辺和夫君） 

市民理解ということで、非常に多くの皆さん、１万３,０００人と言いましたですか、保存に関

する市民の皆さんの署名というものもあるわけでございますけれども、そういうもののことについ

て多額なと言いますか、３００万円の調査費をかけて、そういう人たちへの説明を果たすというこ

とで調査をさせてもらっているわけであります。 

その結果、非常に今般厳しい財政事情の中で、保存できれば一番それにこしたことはないんです

けれども、費用の面から非常に難しい面があるのではないかというふうに思っておりまして、保存

をするということについては、非常に実現が難しいという今の状況であります。 

ですから、市民と言うか署名をいただいたような方々、あるいはそういうところの団体の方々に、

そういう状況をこれから説明していく必要があるのではないかというふうに思っております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

田原議員。 

○８番（田原 実君） 

示された事業費が、大変過大なものだということは私も理解いたします。ただ市民からの期待も

あるので、これを何分の１かぐらいにコストダウンできる建設方法の検討というのは、行政の方で

はしないもんでしょうか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

渡辺建設産業部長。 〔建設産業部長 渡辺和夫君登壇〕 

○建設産業部長（渡辺和夫君） 

検討ですから、いろいろな形の検討はあると思いますけれども、余り細かいピースにしてしまっ

た場合に、対場所との関連もありますけれども、果たして設置したはいいけど、それを今度は多く

の皆さん、それを受ける側ですね、千差万人がおいでになるわけでございますので、その辺を斟酌

すると非常に難しいのではないかなということで、検討はあらゆる角度からさせてもらっておりま

す。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

田原議員。 

○８番（田原 実君） 

赤レンガ機関庫は新潟県の近代化遺産として、糸魚川市のホームページでも紹介をされておりま

す。その貴重な歴史資源を解体撤去するに当たり、その価値を後世に伝えるために何をしなければ

いけないかと。こういうことの１つとして建物の図面の作成、写真記録、部材や施工方法の調査資

料の作成、部材の保存、そして模型による保存と展示などが、オーソドックスな方法としてあるの

ではないかなと思います。 
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当然、費用がかかりますが、やはりそこまでやって、その資源を所管している行政の責任ではな

いのかなと思うわけでありますけども、この取り組みに関しては具体的に何をやるかというのは、

研究会の方と協議をして進めるということなんですよね。その研究会の中に、そういう歴史的な建

物を記録保存するということに対して、しっかりとした見識と言うか、知識のある方というのはい

るのかどうか。ちょっと嫌な聞き方ですけど、そこら辺はいかがですか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

渡辺建設産業部長。 〔建設産業部長 渡辺和夫君登壇〕 

○建設産業部長（渡辺和夫君） 

保存、記録の仕方、いろんな手法があろうかと思います。それらを保存する組織の方々とまた話

をして、行政でどの程度の対応ができるか、そういった今後の余地もまあまああるとは思いますけ

れども、あそこにある品物をそのまま移転、あるいはある部分保存というのは、非常に難しいだろ

うというようなことの段階であります。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

田原議員。 

○８番（田原 実君） 

では、防災と建物の耐震化について２回目の質問です。 

地元の話で恐縮ですが、糸魚川東小学校の体育館と校舎が調査の結果、新耐震の基準を満たして

いないことが委員会で報告されております。学校入り口には、防災避難所の看板が設置されており

ます。防災計画と教育施設の食い違いがそのままになっていますが、安全確保と財源確保、今後の

見通しはいかがですか。新潟市では小中学校耐震化前倒し、上越市も学校耐震化完了年度を議会で

明らかにしております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

黒坂教育総務課長。〔教育委員会教育総務課長 黒坂系夫君登壇〕 

○教育委員会教育総務課長（黒坂系夫君） 

お答えをいたします。 

ご指摘の学校施設の耐震化でございますが、課題は国庫補助の動向を含めた財政対応ということ

が一番であると思っております。 

今、全体計画を早めるというような他の市町村の例のお話も出ましたけれども、文科省では今般、

この学校の耐震化を強力に進めていくということで、公立学校施設の耐震化推進計画と、これを策

定をいたしまして、そして補助金ではじゃあどれだけ必要になるか、そういうことも積算をした上

で、補助金の今後の動向を考えていくということを示しております。 

私どもも今の段階で、全体の整備スケジュールというのを明確に申し上げられませんけれども、

この国の方針に沿いまして当市の耐震化推進計画というものを策定をいたしまして、財政計画、そ

れから補助動向と、補助の計画というものとの整合をとりながら、全体のスケジュールを検討して、

さらに着実に耐震化を進めていきたいというふうに考えております。 
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以上です。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

田原議員。 

○８番（田原 実君） 

私が問うている１つに、住民の不安感をどう解消するかということがあるわけです。避難所にな

っているところが、耐震の基準を満たしてないことからの住民の不安感をどう解消するか。これに

対しては行政が地元に入って、耐震安全についての報告会や住民の説明会をする気があるかないか、

そこら辺をお聞かせください。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

吉岡消防長。〔消防長 吉岡隆行君登壇〕 

○消防長（吉岡隆行君） 

防災計画で避難所につきましては公共施設、あるいは民間施設、あらゆる施設で大勢の方が一度

に集まれる場所等をピックアップする中で、避難所として指定させていただいております。 

その中で公共施設、民間施設もそうでございますが、非耐震化のものがかなりの数量あるわけで

ございます。そのことに対しての市民の方々の不安という田原議員のご指摘は、当然のことでござ

います。これにつきましては私どもの方も、これは耐震化、あるいは非耐震にかかわらず面積的、

あるいは位置的な理由から避難所を指定させてもらっておるもんでございますが、今ほど市長答弁

で申し上げましたように、公共施設につきましてはいわゆる年次計画の中で、それぞれの公共施設

が耐震化の方へ進めていただくよう努力していかなきゃならんわけですし、また、民間施設につき

ましても、いわゆるこれは避難所にかかわらず、やはり建築物は耐震化が望ましいわけでございま

すから、行政といたしまして、耐震化の方へ進めていただけるようなお願いは申し上げんならんし、

また、援助する、支援する施策があれば、それを活用していかなきゃならんと、こう思っておりま

す。 

ただ一朝一夕に、今すぐあすに向かって不安の解消というのは、なかなか簡単にはいかないとい

うことは、ご理解いただきたいと思います。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

田原議員。 

○８番（田原 実君） 

もう１回聞きますね。地元に入って耐震安全について報告会や住民説明会をする気があるかない

か。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

吉岡消防長。〔消防長 吉岡隆行君登壇〕 

○消防長（吉岡隆行君） 

それぞれの施設につきましては、管理者があるわけでございますから、それぞれの施設の耐震化
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の事業計画というのをお持ちでございますから。ただ、私ら防災といたしましては、すぐそれにつ

いての具体な説明というのはなかなかしにくい。 

ただ、ここの施設については耐震化ではございませんよということについての周知というのは、

これは可能でございますし、今現在も防災計画の中では避難所の中で、非耐震か耐震かということ

は表示しております。それもわかりにくいという先ほどのご質問もあったわけでございますので、

これらについてはわかりやすく周知いたしますが、その耐震計画の具体についてまで、防災担当と

いたしましては、それを住民説明会をできる段階ではございません。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

田原議員。 

○８番（田原 実君） 

やはり市民ってどこかに置いていかれているんだなという感じがいたしました。 

中越沖地震から１週間後、押上寺町商工連盟の会員の皆さん、それから地元民生委員の皆さんと

災害ボランティアに参加させていただきました。豚汁定食の焚き出しボランティアでしたが、これ

も市総務課、それから福祉事務所、ガス水道局さんからのご指導とご協力のおかげと感謝し、お礼

を申し上げます。 

行政でも延べ約５００名が支援に行かれたとのことですが、現地でごらんになったとおり、倒壊

した木造家屋群や、窓ガラスが危険で立入禁止となった体育館、避難施設など糸魚川市と比較しど

う感じたか、建物や施設の安全対応について何か協議をされたのかどうか、その辺を伺いたいと思

います。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

吉岡消防長。〔消防長 吉岡隆行君登壇〕 

○消防長（吉岡隆行君） 

今回の中越沖地震に対しまして、市職員ほかたくさん支援活動に入りました、いろんな分野で入

っております。ただお手伝いに行ったということだけではなく、行った職員からすべて報告という

形で提出していただきまして、そして万が一、糸魚川市が不幸にも支援を受ける市となった場合に

おいて、このたびの柏崎地区におけるところのよかった点、悪かった点、あるいはこう改善すべき

点というものについて参考にするために、派遣された職員からその活動報告を出していただきまし

て、今それを検証の作業に入っているところでございます。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

吉岡消防長。〔消防長 吉岡隆行君登壇〕 

○消防長（吉岡隆行君） 

私たちボランティアチームも帰ってきてから、地域の防災避難施設のビーチホールまがたまでし

ばらくたたずみまして、万が一を想定して意見交換をしました。 

水道の耐震性や仮設トイレの準備、担架の配置、自転車やハンドマイクの配置などがどうなって

いるのか。そういった細かいことも含むもろもろを、だれが、どうチェックしてくれているのか、
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私たちが直接管理者に問いただすわけにもいかないし、災害時はどうなるんかねと、こういう声が

出ましたけども、その辺はいかがでしょう。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

吉岡消防長。〔消防長 吉岡隆行君登壇〕 

○消防長（吉岡隆行君） 

先ほどの午前中の伊藤議員のご質問にお答えしたところでございますが、やはり実際に検証いた

しますと、細かないわゆる作業手順だとか、チェック体制とかというものについては、まだまだ理

念的なところが多くて、細かなところまで至ってないなというのを状況として認識しております。 

特に派遣された職員の方々の報告の中で、今ほど議員も個々の具体の事例を申し上げられました

が、それ以外のところにつきましても１つ１つ作業をする中において、こういうところが実際に糸

魚川市で起きた場合はどうなのか。それからもう１つは、規模によっても対応が異なってくるとい

うことから、詰めが少しまだ弱いというところの報告を受けておりますし、私どももそのように感

じております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

田原議員。 

○８番（田原 実君） 

せっかくの機会でございますので、もう１、２、そういったことを触れさせてもらいたいんです

が、ビーチホールまがたまの大ホールはロールバックと言うんですか、客席が移動するようになっ

ております、収納タイプ。地震時にこれが故障して、客席が出っぱなしのままでは大変不都合であ

ろうと。であるならば、ふだんは収納した方がいいなと、地震時を想定するとそういうことになる

んですけれども、こういったことの話し合いみたいなものってありましたか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

小掠福祉事務所長。〔福祉事務所長 小掠裕樹君登壇〕 

○福祉事務所長（小掠裕樹君） 

ビーチホールまがたまの維持管理を所管しておる立場で申し上げますが、客席の方の構造が地震

のあったときにどういうふうに対応するのかという点については、ちょっと確認をしてございませ

ん。 

ただ、避難所として使う場合には、常時出しっぱなしよりも、いざというときのことを考えて、

引っ込めておいた方が汎用性があるというご提案だというふうに思いますので、今後施設を管理す

る現場の方と、話をさせていただきたいというふうに思います。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

田原議員。 

○８番（田原 実君） 

現地へ行ってまいりまして多くの目、いろんな目で地域の施設を見直したときに、ふだん気づか
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ない災害時の盲点があることがわかりました。ただ、真剣さと危機感と想像力がないと、何度現地

へ行こうが何人行こうが、防災体制の向上にはならないのでありまして、先ほど現地と糸魚川市と

比較しどう感じ、何が協議されたかという質問の本意はそこにありました。 

市民の安心と安全のために常に危機感を持ち、想像力を働かすことも市職員に求められる資質と

思いますが、職員の資質向上を司る副市長としては、どうお考えでしょうか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

栗林副市長。 〔副市長 栗林雅博君登壇〕 

○副市長（栗林雅博君） 

災害に対する課題というのは、市民の生命、財産にかかわる本当に重大な要件でございます。 

そういったことを常日ごろからやっぱり危機管理、それから自分の所管における分担事務をしっ

かりと把握して災害時に対応できるようにというのが、これは常に市長が申し上げてることでござ

います。それぞれの立場で、それぞれの分野で、それだけの活動をしているものというふうに思っ

ております。 

ただ、災害というのは、本当に思わぬところに思わぬ被害が出たり、それからまたこちらが想定

していた以上の被害になったり、あるいはまたそれ以下であったりとするわけでございますけれど

も、ある面ではその状況に応じて臨機応変に行動を司るような職員行動が求められているんだろう

と、こういうように思っております。 

災害に対する心得というものは、今回の柏崎の地震も参考にしながら職員に周知をしてまいりた

いと、こう考えております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

通告よりずれないようにお願いいたします。田原議員。 

○８番（田原 実君） 

よろしくお願いいたします。 

では、筒石地区に代表される特色ある海岸沿いの木造民家の耐震改修について、建築構造の専門

的見地から、歴史ある木造３階建ての建築の安全性をどうお考えか、改めて伺いたいと思います。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

神喰建設課長。〔建設産業部次長建設課長 神喰重信君登壇〕 

○建設産業部次長建設課長（神喰重信君） 

お答えいたします。 

議員おっしゃるとおり、非常に筒石地区につきましては独特な景観と申しましょうか、３階建て

で中に入りますと２メートル程度の道路に面して、長屋造りと言うのか、要するに壁も共有してる

住宅が多いというふうにお聞きしております。 

したがいまして、非常に特殊だということでございますが、一応建築基準法の構造基準ですか、

そちらの方を満たしているかどうかということで、最終的には判断するのではないかなというふう

に思っております。 
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以上でございます。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

田原議員。 

○８番（田原 実君） 

防災ガイドブックですね、糸魚川市の、こちらの４ページに耐震チェックというのがあるんです

けども、このチェックでは建物階数のチェックがなくて、筒石地区等ではチェックしたくてもでき

ないのではないかなということで、実例として筒石の民家を取り上げたわけですけども、仮に筒石

地区のそういったとこに住んでいらっしゃる方がガイドブックにあるとおり、不安や不明な点につ

いて役所診断窓口へもし来たとした場合は、対応できるんでしょうか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

神喰建設課長。〔建設産業部次長建設課長 神喰重信君登壇〕 

○建設産業部次長建設課長（神喰重信君） 

お答えいたします。 

確かに標準的な２階建てで想定しておりまして、市の耐震診断の事業につきましても２階建てと

いうことでやっておりますので、したがいまして３階建てにつきましては、申しわけございません

が対応してないわけでございますが、当課の職員に１級建築士が４人おりますので、積極的に相談

に乗っていきたいというふうに考えております。 

以上でございます。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

田原議員。 

○８番（田原 実君） 

建築基準法及び施行令構造計算ではチェックできない。３階建ての建物が連なり、集積し、かつ

前面道路の幅が狭い特色のある集落形態の地域においても、行政が技術的に対応できないという理

由で空白をつくってはならないというふうに思います。 

地元の久保田長門議員によれば、筒石は地域の安全のために行動を起こし、自主防災組織の編成

において、みんなで汗をかいた場所ということで、ならばより一層行政は支援をする責任というも

のが発生するだろうし、選択と集中の原則からして、市役所の３階で耐震相談が来るまで待ってい

るのではなく、危機感を持ち、想像力を働かせながら現地を調査し、建物耐震改修などその対応に

取り組むべきではないかと。 

私は耐震工事で建てかえろと言っているんではなくて、自主防災組織に対して建築技術員を派遣

して、一部を補強するだけでもいいから相談に乗ったり、有利な条件の耐震補強工事の融資制度の

準備をするのも、災害予防の行政の責任ではないかと思うわけですが、いかがでしょうか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

神喰建設課長。〔建設産業部次長建設課長 神喰重信君登壇〕 
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○建設産業部次長建設課長（神喰重信君） 

ご案内のとおり筒石地区におきましては、平成１６年度から県と市で共同して、まちづくりの支

援をしております。その中で、特に都市防災総合推進事業というのを国の補助事業を用いながら、

今年度から避難路の整備等を始めるところでございます。ワークショップ等も何回も開催しており

ますので、うちの建築士も出かけて耐震の相談に乗りたいというふうに考えておりますし、先ほど

申しましたとおり、診断そのものも３階建ては該当してないという状況もございますので、その辺

もこの制度の中で何とかなるのかどうか、県とも相談をしてまいりたいというふうに考えておりま

す。 

以上でございます。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

田原議員。 

○８番（田原 実君） 

筒石集落は歴史ある漁村の自然環境に調和した、特色ある集落形態を守り引き継ぐところで、佐

渡市の宿根木ほどではないけども、全国でも珍しい景観を持つ木造３階建て集落として、観光面で

の地域振興が期待できると私は思います。 

しかし、その集落をなすそれぞれの家屋は日本の建築文化、木の文化の集積地であり、揺れやす

く、燃えやすいことから、防災への配慮や対応は欠かせません。そこは行政の心配りがほしいとこ

ろです。 

私は有名な越後筒石親不知というフレーズを活用して、筒石が交流人口増大の新しい拠点として

集落の景観、食材、祭りなどを生かしたまちづくりをこれからでもうまく進めれば、冒頭取り上げ

た根知地区と並ぶ糸魚川の新しい観光滞在スポットになるのではないか。そんな潜在力、魅力を秘

めた場所として、いま一度筒石地区を見直していきたいと思いますけども、最後に渡辺部長、いか

がでしょうか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

渡辺建設産業部長。 〔建設産業部長 渡辺和夫君登壇〕 

○建設産業部長（渡辺和夫君） 

今ほど来ご案内がありますように、筒石地区は漁師まち特有の家が連たんしているところであり

ます。絵を描く人とか、あるいは写真を撮る人、建築士から非常に注目を浴びられる面もあるわけ

であります。 

先ほど課長が言いましたように、地域としましては国の補助事業を入れてワークショップをして

おるんですけれども、私も何回か行ってる限りでは地震の対応の心配よりも、何たって地域は火災

の心配が非常にあるところでありまして、空き家対策イコール避難路の火災対策というようなこと

で対応をとっておるところでありまして、行政もそれにこたえるべく今いろんな形で対応をとって

おるという状況であります。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 
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田原議員。 

○８番（田原 実君） 

地域医療にいきます。 

市長の地域医療ビジョンと市民への周知ということで、もう一度その詳細をお尋ねしたいんです

けども、担当課さん、いかがですか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

荻野健康増進課長。〔市民生活部次長健康増進課長 荻野 修君登壇〕 

○市民生活部次長健康増進課長（荻野 修君） 

今ビジョンということをおっしゃいましたけども、私どもがとらえておりますのは、市長がビジ

ョンを今つくったとかそういうことではなくて、地域医療のあり方について地域医療体制整備推進

会議で現在検討しております。本来ならば、もう少し早く結論が出るところでございましたが、救

急医療がこういう状態になった。あるいはその後、姫川病院の閉院という問題が出てきて結論が先

延ばしになりましたけれども、この集約を待って具体的に市民に伝わる形、フォーラムとかいろん

な形を通じて市民に協力を求めたり、あるいは市民に現実を理解していただいて、これからのあり

方について理解を求めるような形をとっていかなきゃならんと思っております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

田原議員。 

○８番（田原 実君） 

今お話に出ましたとおり市民の理解ということですね。これをどのように進めるかということを、

やはり今からそれもあわせて考えなくちゃいけないと思います。 

それから、医療体制は市民からの協力ということも必要でないかと思います。改めて市民の理解

と協力についてどう進めるか、何かお考えがあればお聞かせください。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

荻野健康増進課長。〔市民生活部次長健康増進課長 荻野 修君登壇〕 

○市民生活部次長健康増進課長（荻野 修君） 

これまでにも救急医療、いろんな形で協力をいただくために、「広報おしらせばん」等でも載せ

させていただきました。なかなかそれだけではうまくいかないということで、地域医療体制整備推

進会議で一定の方向づけができれば、それを皆さんに理解をいただく。あるいはそういう機会に各

病院から現状の救急のいろんな問題、あるいは市民にいろんな形において病院が困ったり、いろい

ろ市民から協力をいただきたい点についても、フォーラム等を通じて開催をしたいと考えておりま

して、まだまだ地域医療体制整備推進会議の方向づけができておりませんから、そこまでまいりま

せんが、それも含めていろんな形で、市民から協力をいただくという形を、消防も含めてこれから

やっていかなきゃならんと思っております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 
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田原議員。 

○８番（田原 実君） 

救急医療の再生、それから地域医療体制の構築と、そのための医療機関と市民と行政が対話でき

る環境づくりが、課題として出ているのではないかなと思います。このあたりも行政の責任におい

て取り組みをお願いいたします。 

細かい質問は委員会で尋ねるべきことがございますので、それはそちらの方でということで、私

の質問を終わります。 

○議長（五十嵐健一郎君） 

以上で、田原議員の質問が終わりました。 

関連質問ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

関連質問なしと認めます。 

１４時３０分まで暫時休憩します。 

 

〈午後２時２０分 休憩〉 

 

〈午後２時３０分 開議〉 

 

○議長（五十嵐健一郎君） 

休憩を解き会議を再開いたします。 

次に、猪又好郎議員。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

猪又議員。 〔２０番 猪又好郎君登壇〕 

○２０番（猪又好郎君） 

一般質問通告書に基づきまして質問を行います。 

１、糸魚川海岸の災害復旧と砂礫の投入について。 

ことし１月の高波被害の災害査定が７月に予定されていたが、延期になったと聞く。よって、次

のことを伺いたい。 

(1) 災害査定が延期になった理由は何か。 

(2) 復旧工事が海の穏やかな時期に行われないとすると、これから冬季となり、災害査定と続

く復旧工事が困難となる。冬の荒波が人工リーフのさらなる崩壊を招くと懸念するが、どの

ように考えるか。 

(3) 階段式護岸の復旧工事はどうなるのか。 

(4) 災害復旧を急ぐよう県・国に強く働きかけるべきだと考えるが、いかがか。 

(5) 養浜事業の砂礫の確保の見通しはどうなるか。 

２、介護保険制度見直し後の取り組みについて。 
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(1) 要介護軽度者に対する福祉用具貸与について。 

① 制度見直し後、福祉用具貸与の条件が厳しくなったが、調査の結果、通知の改正が行わ

れた。改正の理由は何か。 

② 通知の改正について、だれにどのように周知をしたか。 

③ 改正後、貸与が復活した利用者はどれほどか。 

(2) 地域包括支援センターについて。 

  支援センター発足から１年以上経過した。支援センターに課せられた役割は「高齢者総合

相談」「介護予防」「ケアマネジメント支援」「他職種連携マネジメント」などであり、多

岐にわたる取り組みが求められている。 

① これらの活動のみずから評価する点と、問題点は何か。 

② 地域包括支援センターの介護予防では、指定介護予防支援事業所という面をもっている。

特定高齢者の選び出しと具体的な活動、要支援、要介護１の生活改善は成果を上げたか。 

以上で、１回目の質問を終わります。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

米田市長。 〔市長 米田 徹君登壇〕 

○市長（米田 徹君） 

猪又議員のご質問にお答えいたします。 

１番目の糸魚川海岸の災害復旧と砂礫の投入についての１点目、災害査定が延期になった理由に

つきましては、今回の被災が大規模であったことから人工リーフの復旧工法等について、国との事

前協議に時間を要したためであります。 

２点目の冬季の荒波による人工リーフへの影響に対する考え方につきましては、災害査定は

１０月以降を予定しているところであり、冬季風浪は予測が困難なところでありますが、査定後の

増波等があった場合にはさらに調査し、対応していくことといたしております。 

３点目の階段式護岸の復旧工事につきましては、畑野議員にもお答えしたとおりでありますが、

７月に災害査定が終了し、現在発注に向け作業中であり、工事の完了は平成２０年度となる見込み

であります。 

４点目の災害復旧の国・県への働きかけにつきましては、機会があるごとに要望しているところ

であり、また、国や県におかれましても、早期災害査定の実施という方針を打ち出しているところ

であります。 

５点目の養浜事業の砂礫の確保の見通しにつきましては、現在、姫川港でしゅんせつしている砂

礫土砂については、竹ケ花海岸に投入したところであります。なお、糸魚川海岸への投入につきま

しては、平成２０年度においても同様のしゅんせつが実施される予定でありますので、災害復旧計

画が固まった時点で、調整を図ってまいりたいと考えております。 

次に、２番目の介護保険制度の１点目の１つ目につきましては、制度の改正により給付の対象外

となる福祉用具が選定されましたが、その後、利用実態の分析結果により少数ではありますが、必

要とするケースもあることから例外的に貸与を認める方向で、平成１９年４月から運用の一部を見

直したところであります。 
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２つ目につきましては、ケアマネジャーの定例会議を通じて周知したところであります。 

３つ目につきましては、運用の一部を見直したことによる利用者は６人であります。 

２点目の地域包括支援センターにつきましては、福祉事務所内に設置し、高齢者の総合相談、介

護プランの作成、ケアマネジメント支援等に対応しているところであります。 

今後は民間委託により４カ所程度の設置を目指して、市内の関係法人と協議いたしておりますが、

有資格者の確保が難しく、受託先が見つからないのが実態であり、問題としてとらえております。 

２つ目の特定高齢者の選定は、基本健康診査時に生活機能評価を行っており、基準の見直しによ

り５００人程度が候補者となり、今後は本人の意向を把握して、医師の判断を受けて予定事業に参

加していただきます。 

具体的な事業といたしましては、転倒骨折予防教室、パワーリハビリ、口腔機能向上教室などが

ありますが、生活改善の成果につきましては、初めてから間がないため困難な状況であります。 

以上、ご質問にお答えいたしましたが、再度のご質問によりましては、所管の部・課長からの答

弁もありますので、よろしくお願いいたします。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

猪又議員。 

○２０番（猪又好郎君） 

災害復旧の方から入りますが、査定が延期になった理由、規模が大き過ぎてという話がありまし

たが、私も再質問を考えたときに、１０トンから１２トンぐらいもあるようなものが動いたわけで

すよね、しかも渚まで動いている。これが同じような波が来たとき、また流れないような工法とい

うのは、どんなことを考えるんだろうなと。 

時にちょっと思ったんですが、素人が聞いてもわからない、工法を聞いたってしようがないんで

すが、思いついたのが、もしかしたら国の方も災害復旧の方法が明確になってないんじゃないか、

だから延びたんじゃないかというふうにうがった見方をしたんですが、そういうことはなかったん

ですか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

神喰建設課長。〔建設産業部次長建設課長 神喰重信君登壇〕 

○建設産業部次長建設課長（神喰重信君） 

お答えいたします。 

畑野議員さんにもお答えしたとおり、調査に非常に手間取っており、また国等の指示等によりま

して再調査がされたわけであります。 

工法等につきまして、やはり検討はしたそうでございますが、最終的に人工リーフでいくという

ことで決まったところでございます。 

以上でございます。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

猪又議員。 
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○２０番（猪又好郎君） 

ところで査定が１０月以降ということなんですが、多分１０月になると波が荒れると思うんです

が、凪いだときにパッと来て、パッと査定ができるかどうか。これから１０月に一定の時間をとっ

て、時期をとってやるというのは非常に困難だと思うんですが、１０月にできそうですか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

神喰建設課長。〔建設産業部次長建設課長 神喰重信君登壇〕 

○建設産業部次長建設課長（神喰重信君） 

お答えいたします。 

地域整備部のお話ですと、非常に膨大な資料を用意しておりますので、その資料を主にして査定

をいただくということになろうかと思っております。 

以上でございます。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

猪又議員。 

○２０番（猪又好郎君） 

人工リーフの崩れた場所が３区間、１,７００メートルと言いましたかね、うち３区間だという

ふうに畑野議員の答弁で聞いたんですが、私が見たのは旗が立ってる場所が６カ所ぐらいにグルー

プになってるよというふうに見てたんですが、もしかすると旗と旗の間が崩れてるというふうな見

方をすれば、３カ所ぐらいになるのかなというふうに思うんですが、その崩れ方ですよね。もとも

とというか、平成１５年にも大きな波があったんですよね、１７メートルという話だったと思うん

ですが、そのときには崩れてなかったのかどうか。そこで一度崩れたのが、もう一度ことしの１月

の波で崩れた、そういう見方なのか。 

もう１つは崩れ方ですね。１０トンのブロックというのは、表面全部を囲ってあるはずなんです

よ。それが流れ出て、一緒に大きな玉石も、捨て石と言うんだそうですが、一緒に流れて来てるん

です。海に向かって縦といいますか、人工リーフが縦に崩れて、底まで崩れてる部分があるかどう

か、その辺をお聞きしたいんですが。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

神喰建設課長。〔建設産業部次長建設課長 神喰重信君登壇〕 

○建設産業部次長建設課長（神喰重信君） 

お答えいたします。 

まず、被災の箇所でございますが、全体で１,７００メートルということで、まず押上交差点か

ら西へ１７２メートルぐらい、それからちょうどまがたまの裏でございますが、約５５５メートル

ぐらい、それから旧市役所の裏から１４８号の交差点付近まで９５６メートルぐらいということで、

おおよそ１,７００メートルでございます。 

一応、旧市役所の裏でございますが、西側については６２年災で復旧しておりまして、それは全

面的にブロックを、沖側から２つが張りブロックで、そのほかは石で固めてあるというような状況



－ 175 － 

＋ 

でございます。片や東側は全面的にブロックで、平成３年災で覆ってあるというような状況でござ

います。 

ご質問の破砕の程度でございますが、一応沖側はほとんどやられているそうでございますが、山

側については多少と言いますか、逆にほとんど残っているような状況で、完全に全部南北に持って

いかれたというところは、あまりないそうでございます。 

以上でございます。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

猪又議員。 

○２０番（猪又好郎君） 

ちょっと言葉じりをとらえますけども、あまりないということは、多少あるということですか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

神喰建設課長。〔建設産業部次長建設課長 神喰重信君登壇〕 

○建設産業部次長建設課長（神喰重信君） 

お答えいたします。 

ほとんどないと言う方がいいのでしょうか、残っているということでございます。 

以上でございます。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

猪又議員。 

○２０番（猪又好郎君） 

私の心配してるのは、波が通るということはもっと拡大するということですよね。通っている場

所がないというんなら、それはそれでいいんですが、全部通っているよとなると、そこに新しい流

れができるんで、そのうちリーフというのは必ず動かされるというふうに思うんですが、そういう

箇所はないというふうに判断していいんですか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

神喰建設課長。〔建設産業部次長建設課長 神喰重信君登壇〕 

○建設産業部次長建設課長（神喰重信君） 

先ほど確認しましたら、１カ所もないかと言うとちょっとわかりませんが、一応ないというよう

な報告をいただいております。 

以上でございます。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

猪又議員。 

○２０番（猪又好郎君） 

崩れた場所を、私はまがたまの裏のあたりから押上寄りだけと思ったんですが、市役所の裏にも
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やっぱり崩れる箇所があったんですね。ただ、それは平成３年の災害のときに、多分復旧している

はずですよね、そこも。そのときに当時の人工リーフ、上に１０トンのブロックというのを積んで

なかったんですよ。人工リーフが途中までしかできてなくて、その一番東寄りのところが、今でき

ているところから六百何十メートルか西側に寄るんですが、そこの人工リーフが崩れているんです

よね。 

そのときにその市役所の跡の辺が崩れていたとしたら、そこも復旧した。ただ、人工リーフの東

側の方の新しいものをつくるときに、全部囲っているはずなんですよ。その囲っているものが流れ

て、それは外側のものだけが流れたんだということになると、海の向こう側にあったやつが、まく

れて中へ入ったということですか。そういうふうに考えるしかないんですよね、内側は大丈夫でし

たというんなら。私の見た目では、災害の後すぐなんですが、目で見て２０個ぐらいあったんです

ね。今はもうほとんど埋まってしまって、まがたまの裏に積み上がったのだけが残ってますけども。 

今度は波の話をしたいんですが、外側のやつをまくり込んでいくというような大きな波というの

は、普通はなかったですよね。１５年にも警報が出まして、そのときは１７メートルだったと思う

んですが、波があったときには何でもなかったんですよね。となると、これからもし復旧するとし

たら、そういうことが起きないようなことを考えなきゃならんのですが、これは査定をやってみな

きゃ、どんな工事かわからないと思うんですが、そういうことの心配のないような工事が行われる

と期待をしたいんですが、どうでしょうか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

神喰建設課長。〔建設産業部次長建設課長 神喰重信君登壇〕 

○建設産業部次長建設課長（神喰重信君） 

お答えいたします。 

西側については先ほど申しましたとおり、１０トンから１５トン級のブロックを全部張りつめて

なかったということで、あとは石の状況だったわけで、そこは波によってはやられるかなというふ

うに私も素人ながら感じたわけでございます。 

要するに、今までの災害で想定した波よりも、今回の波はどうだったのだろうということで、私

もお尋ねしたんですが、計画の波浪と同程度の波浪が来たのではないかと。波浪については、なか

なか測定するのが難しいということで、この辺では姫川港なり直江津港なり、あるいは伏木港です

か、その辺のデータを参考にするよりしようがないということです。 

西側についてはそのように、今度は全面的にブロックで覆ってしまうと。ただ、東側については

今までと同じように、査定後、復旧をしていきたいということでございます。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

猪又議員。 

○２０番（猪又好郎君） 

これも前にちょっと話したんですが、糸魚川の波の研究というのはぜひやってもらいたいなとい

うふうに思うんですよ、これから将来に向けて。これも平成３年の災害復旧の工事の報告書、平成

６年に出てますが、その中で見つけたんですが糸魚川に来る波、糸魚川と佐渡と能登、この角度と
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いうのは５９度なんだそうですよ。その中間点がちょうど糸魚川から見ると真北になると、こうい

う位置関係なんだそうでして、低気圧が北海道の方で発達をして、回り込んで来る波が能登の半島

と佐渡との間を通るときに、微妙に波の強調みたいなのを起こすんだそうですね。それが糸魚川へ

寄せてくる、多少ぶれがあるでしょうけども。そういう波が来て港の突堤にぶつかって回り込んだ

波と、海川の方から回ってくる離岸流と言うんですか、ああいうのは、海岸流と言うんですか、こ

れの操作でいろいろな波の出方が複雑になるんじゃないかと、こういうふうに素人ながら推察をし

たわけですが、そういう地理的条件は、もう多分科学的に証明されておると思うんですが、そうい

う波が来て、とんでもないものが壊されてしまうと。こういう状況を科学的にぜひ研究をしていた

だきたいということ、これは要望しておきます。 

今度は階段式護岸なんですが、今査定も終わって何か全部とってありますよね。その前にある防

波ブロック、テトラブロックが、私が目から見て目測だけでも１メートル以上下がっているんです

よね。多分、畑野議員の質問に答えていたと思うんですが、ブロックをつくるために２０年度完了

になりますよと。こういう話であったと思うんですが、そうなりますと前の方のブロックを積んで

おかないと、ことしの冬の波で必ずあの階段式護岸、またやられますよ。ですから、ぜひ前の方の

ブロックを先に積んでもらわないと、また災害が拡大してしまうというように思っているんですが、

この辺の前の方を先にするという考え方で工事が進められるかどうか、お聞きしたいんですが。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

神喰建設課長。〔建設産業部次長建設課長 神喰重信君登壇〕 

○建設産業部次長建設課長（神喰重信君） 

お答え申し上げます。 

一応前面の離岸堤につきましては、今まで２個並べのブロックだったんですが、それを３個に増

強するということで、したがいましてブロックの製作をこれからやるということで、懸念される今

の状況では、被災が大きくなるのではないかということでございますので、対応を考えられないか

一応要望してまいりたいと思います。 

以上でございます。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

猪又議員。 

○２０番（猪又好郎君） 

ぜひ強くお願いしたいと思います。素人目に見ても、ちょっとした波でもう越えますので、ぜひ

お願いをしたいと思います。 

それと今度は復旧を急ぐように、国・県にぜひ働きかけてもらいたいんですが、あの人工リーフ

というのは国の事業ですよね。災害が起きて復旧をする、これも国ですよね。こういう国が行った

事業で、災害が起きて復旧するときに、災害復旧事業に関する事前打ち合わせというルートがある

んだそうです、これは先輩議員から聞いたんですが、それがあるんだそうですが、これは県が国に

対してお願いする行為だそうなんですが、それにしても糸魚川から県の方に言わないと、そういう

ルートも使えないわけですから、こういうルートを使って早く復旧工事ができるように、お願いす
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るルートがあるとしたら、そういうことも既にやっておられるかどうか。もしやってないとしたら、

これからそういうこともやられて、できるだけ早い工事ができるのかどうか、その辺をお聞きした

いんですが。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

神喰建設課長。〔建設産業部次長建設課長 神喰重信君登壇〕 

○建設産業部次長建設課長（神喰重信君） 

お答えいたします。 

要望の件でございますが、当初は災害復旧をぜひお願いしたいということで、国・県についても

当然災害なんで復旧はしなければならないという回答でございました。これからはやはり早期復旧

ということで、秋に一応中央要望しておりますので、それに合わせまして要望してまいりたいとい

うふうに考えておりますし、また、国・県との協議でございますが、災害の査定の前の現在の調査

の段階で、何度となく協議をしてるということでございます。 

以上でございます。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

猪又議員。 

○２０番（猪又好郎君） 

県が国に行う災害復旧事業に関する事前打ち合わせ、これはもっと細かいのがあるんですが、私

自身も理解してませんので、これ以上言えないんですが、使えるルートがあるんだったらぜひ使っ

ていただいて、これは予算措置がなくても何とかなるんだよという話を聞いたんで、予算措置がな

くて事前にできるんかなというようなちょっと心配な面もあるんですが、ぜひそういうことがある

んでしたら、それを使ってやっていただきたいというふうに思います。 

続いて砂礫の投入なんですが、来年も同じような事業が続くんで、７万立米ぐらいのものは出て

くるというふうに理解したんですが、私が心配するのは海から船で砂礫を取って船に積み込んで、

直接持ってきて海の中に落とせると、これが一番安いわけですよね。以前やったように、掘ったも

のをトラックで運んで、押上の浜に積んでというようなことをしなくていいわけですから、ぜひ港

の防波堤が閉まる前に、そういう方法でやってもらって、安く早くやっていただきたいというよう

に思ったんですが、その辺の確保はできるというふうに判断してよろしいでしょうか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

神喰建設課長。〔建設産業部次長建設課長 神喰重信君登壇〕 

○建設産業部次長建設課長（神喰重信君） 

お答えいたします。 

おっしゃるとおりなんですが、ただ水深の問題があって船が入れない。沖に入れてもあんまり効

果がないわけですので、その関係がございまして、やはり陸になるのではないかなというふうに感

じております。 

以上でございます。 
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〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

猪又議員。 

○２０番（猪又好郎君） 

これまた言葉じりをとらえるんですが、以前聞いたときには、船で４メートルの深さがあればそ

こを越えるか、もし越えなかったら海川の方から入ってきて、捨てる場所はどこだというのはまだ

決めてないけれども一定の場所におろしたいと、こういう話を聞いたんですが、トラック輸送も考

えるということになると、相当な予算が必要ですよね。その辺は前に聞いたときには船で上げると

いうふうに話を聞いたんですが、条件が変わったんでしょうか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

神喰建設課長。〔建設産業部次長建設課長 神喰重信君登壇〕 

○建設産業部次長建設課長（神喰重信君） 

お答えいたします。 

工法については災害査定後、決めるということでございまして、申しわけございません、確認し

てございません。 

以上でございます。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

猪又議員。 

○２０番（猪又好郎君） 

ぜひ早く、安くできる方法でお願いをしたいと思います。 

それで人工リーフの災害復旧が終わった、完全になった。これで人工リーフの役目が終わったわ

けじゃないんですよね。これは平成３年の災害のときの工事の記録の報告書なんですが、それの冒

頭の発刊にあたってというところで、当時、平成６年３月、糸魚川土木事務所長の石岡さんという

方が文書を書いているんですよ。 

この文書には、災害が起きる前までの話で、「ヒスイとホタルイカと糸魚川海岸は、古くから海

水浴、魚釣り、塩田などにと市民はもとより県民、近県の皆様に親しまれてきました。昭和３０年

ごろより姫川から海川までの延長３,６００キロの広い砂浜が次第に衰退をし」、こういうことが

書いてあるんですが、これをいろいろやって直しましたということで、「平成６年３月に事業が完

成をしました。糸魚川海岸が安全で、これからも当海岸に糸魚川のシンボルとして市民や海を利用

される人々の一助となるよう、海岸保全、環境整備に努力していきたい」、こういうことを書いて

いるんですが、人工リーフにしたというのは景観も含めてなんですよね、海面に出さない。という

のは浜辺を復活して、そこが憩いの場となるようにということですから、当然あそこに渚をつくら

なきゃならん。これは港までいくかどうかは別にしまして、渚ができて初めて人工リーフをつくっ

た価値があるんです。ですから、ぜひこれからも砂礫の投入でも何でもいいですから、渚復活のた

めにぜひご努力をお願いしたいということを要望しておきます。 

続きまして、介護保険の問題に入ります。 
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介護保険、５年目の見直しということがありまして、この見直した目玉と言いますか、主な問題

は国民が思っている施設介護偏重と言いますか、強い希望を充足するのは無理だと。介護の対象者

の３割の人たちが、全体の７割の費用を食ってると、こういう実態がある。それから介護保険とい

う制度ができたら、軽い人たちが非常に多く介護保険の制度を利用するようになった、軽い方が倍

になった。こういうことから、この見直しが出てきたんだというふうに考えておるわけですが、そ

れをじゃあ在宅介護重視の方向に向けようとするのが、今回の見直しだと思うんですよね。 

もともとできたときには、在宅も重視したというふうにあったんですが、それより制度をさらに

利用してもらっている方が先だということから、多分、施設偏重になっていったんだと思うんです

が、これも聞いた話ですが、最初はみやまの里も入る人がいなくて、ぜひ入ってくださいと。その

ためには便利なと言いますか、有利なと言いますか、居住地制度と言うんですか、住所をみやまの

里に移せば、何か得になるような方法がありますよという話で、やったというふうなことも聞いて

いるんですが。 

それが在宅介護の辛さと施設介護の金のかかり方、こんなことがいろいろあって、こういう形に

なったんだというふうに理解をしてますが、こういう財源を抑えるとともに、利用していた人たち

も、こんなにいっぱいおっては困るということで出てきた。それを糸魚川市として、糸魚川の保険

者としてどういうふうにとらえるんだと。 

多分皆さんの今までの話を聞いておりますと、もう施設は無理ですと、増築は。ですから在宅介

護、地域で介護する。地域でそれぞれが助け合いながら、公助・自助を使いながらやろうじゃない

かと、こういうことがうたわれてきたんだと思うんですよね。 

だとしたら、５年目の見直しがあって、糸魚川市の在宅のやり方、在宅介護を充実させるための

やり方、これはものには書いてありますよ。地域包括支援センターを使って地域の小規模多機能の

介護施設を充実をさせてやっていこうと。こういうことが書いてありますけれども、糸魚川市とし

て在宅のためにどういう手順で、どういう取り組みをやっていくのか。 

これは市民の皆さんが、よし、わかったよと、おれはまだ元気だけども、そういう人たちが近所

におるんなら、おれたちはじゃあこういうことをやろうじゃないかと、こういう取り組みはあまり

提起してないですよね。第３期のこれの中にもいろいろ書いてございますけども、じゃあ隣近所で

何とかせえ言ったって、それは皆さんが考えて、自分でやってくださいというふうなことですよね。

こういう地域がどうしようかという話が、欠けているような気がするんですが、この辺はどうです

か。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

小掠福祉事務所長。〔福祉事務所長 小掠裕樹君登壇〕 

○福祉事務所長（小掠裕樹君） 

ご指摘のように確かに介護保険制度は、さまざまな課題を抱えながら見直しがされてきておりま

す。その１つの中に、やはり当初想定していたよりも保険の会計が 迫をしてきている。それは

１つには利用者が非常に多くなってきている、あるいは軽度者の方のサービスが非常に伸びている

というお話のとおりでございます。その流れの中で、施設介護から地域の中で少しでも暮らせるよ

うな形をつくろうと、在宅介護重視の流れが出てきたというふうに思っております。 
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そういった中で福祉用具の貸与でありますとか、小規模多機能でありますとか、在宅でもって介

護が続けられる仕組みづくりというのが、介護保険制度の一つの中心的な流れとなってきたという

ふうに思っております。 

それに対して地域の中で、もっと充実した仕組みがつくれないかと、ご質問の趣旨はそういうこ

とだというふうに理解しますが、介護保険制度の中での地域での対応につきましては、それぞれ制

度化されたものについての充実を図っておりますし、ある面では介護保険事業者の取り組みを促す

形での支援もやっております。 

それともう１つは、高齢になっても元気で地域で住める、そういったいわゆる地域が支え合うシ

ステムというのも、さきの質問にもございましたが地域福祉の充実という点でも、今後計画的に進

めていきたいというふうに思っております。 

以上でございます。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

猪又議員。 

○２０番（猪又好郎君） 

言ってることはよくわかるんですよね。ただ、在宅介護をするためには、自分の近くにお願いを

したらすぐ来てくれる、介護を担当するホームヘルパーに来てもらえる。本当に困ったときには泊

めてもらえる、そういうものがほんの地域にないと、これから出てくる病院からもう直接家に帰っ

てくださいと、こういうシステムに変わってくるわけでしょう。病人を家で抱えていて、さあ困っ

たからとデイサービス、ショートステイに入る、こういうことで事足りるというふうに思ってます

か。もっと近いところで小規模多機能の能力を持った、そういう民間の施設ですけども、もっとた

くさんないと安心して自分の家で介護を受けられる、こういう安心できる生活を地域でできないん

じゃないですか。そういうものをつくろうというのが、今回の５年目の見直しだと思うんですよ。 

ですからハードの面は、そういう建物をつくって小規模多機能のことをやってもらうのは民間で

すと。市はこの地域にこれをつくってほしい、こういうところにはこういうものが欲しいんだとい

う話を言えないんですよね。業者の皆さんが、私はここへつくるんですがよろしいですか、いいで

すよ、これだけの話でしょう。計画的に広い糸魚川市の中に、こういうものと、こういうものと、

こういうものが必要だ。だからそこに業者の人たちを誘導していくという、こういうものが糸魚川

市ではないような気がするんですが、これはどうですか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

小掠福祉事務所長。〔福祉事務所長 小掠裕樹君登壇〕 

○福祉事務所長（小掠裕樹君） 

以前にも同様な質問をいただいたような気がいたしますが、確かに介護保険サービスの給付の方

をいかに充実させるかというのは、制度の運用上、大変大きな問題であるというふうに思っており

ます。 

ただ、介護保険の枠組み自体が、介護保険事業者の皆さん方のサービス供給、そのかなり自主的

な取り組みに負っておるというのも、また事実でございまして、その中で利用のあり方について競
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争していただくということも一面ございます。ただ、そうは言いましても保険者としての市として

の対応ということでは、被保険者の皆さん方に十分なサービスの提供の場を提供しなきゃいけない

というのもありますので、法人の皆さん方の積極的な取り組みを期待しつつ、それに対する誘導的

な支援というものを考えているというのが現状でございます。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

猪又議員。 

○２０番（猪又好郎君） 

考え方は持ってるけれども金は出さないというんですから、しかも福祉を競争原理でやろうとし

ている。これは国の方針ですから、ここで文句を言ってもしようがないんですが、福祉を競争原理

でやって充実をさせる、これほど無理なことはないと思うんですよ。もし方法があったら、教えて

ほしいぐらいですよ。 

ここで言ってもしようがない話ですから、それをいかに緩和して、この地域で充実をさせていく

かということが、糸魚川市の保険者の責任だというふうに思うんです。私がこれを言うと理想論に

なってしまうので、ここでやめますけども、ぜひ地域の人が困らないようなことを、対処療法でも

しようがないですから、やっていただきたいと思います。 

福祉用具の問題に入ります。福祉用具、いったんだめになった人で借りられるのは６人いたと。

見直しの基準が出て、中央からの調査があったときに１件でしたよね、見直しをしたら６人になっ

た。本当はもっと多いと思ったんですが。 

そこでちょっと文句を言いたいのは、見直しの基準というのは、中央で決めたんですよね。糸魚

川市でケアマネジャーやヘルパーにいろいろな話を聞いて、こういうところはこの器具は使えませ

んと、こういうことになったらどうしますという話をやって、決めたというんじゃなかったんです

よ。私に言わせれば机上の計算だと、金がかからないように。病気にならないように使っているの

に、あんた楽してるからだめなんだと、取り上げますと。こういうことでつくった基準だから、問

題があったと思うんですよ。 

ただ、それはいろいろな意見が各地から上がったから、このままの基準じゃこれもたないって、

だから下げたんだと思うんです。そしてその下げた最たるものが、自分がかかっているお医者さん、

それから介護している事業者の皆さん、そういう人たちが集まってつくっている、判断をする基準

の話し合いができる場があるんだそうですが、そこで話が通って、市長のところで市長が認めれば、

今度はいいですよと、そういうふうに枠が広がったわけですね。 

ですから上から出た基準に対しては、自分たちがちょっとおかしいと思ったら、意見を上げるべ

きだと思うんですよ。そういう形で糸魚川の保険者として、中央に文句を言っていくと。文句とい

うのは悪いですが、現場の事情に合わせないものが出されてきたら、それには一応文句を上げない

と、上の方はそれで通ると。上の言いなりになっていたら、これは保険者じゃないわけでしょう。

ただ金の計算をしたり、いろいろ使っている給付はどうのこうのという話、それだけじゃなくて市

民の方を向いて、上の方ばっかり向いてて、上から言われたやつを下に通すだけでは、保険者じゃ

ないと思うんです。この辺の気概を、ぜひ持ってほしいと思うんですが、どうですか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 
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○議長（五十嵐健一郎君） 

小掠福祉事務所長。〔福祉事務所長 小掠裕樹君登壇〕 

○福祉事務所長（小掠裕樹君） 

制度の見直しそのものは国がつくった制度でございますので、その見直しの中での基準づくりと

いうのは、当然、国が主導して進める。そのデータを収集する部分で、市町村の方でそのデータを

上げるという形でございますが、今言われましたようにケアマネの会議等を定例的に開いておりま

すし、制度の運用上実情にそぐわない、あるいは問題があるという点につきましても、ケアマネの

会議の中では把握可能でございます。 

そういった状況の中で、何とかならないかというものがあれば、それは県レベルでの会議もござ

いますし、現場の声としてお話を上げるというのは、今後も考えていかなければならないと思いま

すが、ただ、大きな制度の改正の基準づくりにまで市町村レベルで参画するというのは、現実的に

は難しいのかなというふうに思っております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

猪又議員。 

○２０番（猪又好郎君） 

確かに１保険者が、直接国に言えるルートはないと思うんです。だからこういう矛盾点が現場で

出てますよ、これはどこかを通じて上げていかなきゃならんと思うんです。これはどんなルートで

もいいですから、そういうものが中央に上がっていくような努力を、ぜひお願いしたいと思います。 

もう１つ、介護の福祉用具の関連も含むんですが、業者が金もうけと言うか、利潤を上げるため

にいろいろな器具を貸し出している、必要でないとこまで出しているんじゃないか。こういう疑い

があって、多分制限を設けてした、こういうように言われているわけですが、私が業者を回ったと

きには、そんな業者は糸魚川におりませんと、小さいところが使命感を持ってやっているんで。ケ

アマネジャーにしても、自分の会社がもうかるようなマネジメントをして、企業をもうけさせるよ

うな考え方はありませんと、これはみんな言ってました。 

ですから中央で少し変なことがあったんで、それを全部一律に下までならすということのないよ

うな取り組みを、ぜひ皆さんも地域のそういう人たちを信頼していただいて、充実した地域での介

護事業が行われるように努力をお願いすることをお願いしまして、私の質問を終わります。 

○議長（五十嵐健一郎君） 

以上で、猪又議員の質問が終わりました。 

関連質問なしと認めます。 

本日はこれにてとどめ、延会といたします。 

大変ご苦労さまでした。 

 

 

〈午後３時１７分 延会〉 
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地方自治法第１２３条第２項の規定により署名する。 
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